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平成25年度各会計決算審査特別委員会記録（第４号） 
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午前10時00分 開会 

○平賀貴幸委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は９名で、全委員が出席してお

ります。 

 ただいまから、平成25年度各会計決算審査特別

委員会を開催いたします。 

 本日は、審査日程に基づきまして、最初に認定

第１号平成25年度網走市各会計歳入歳出決算につ

いてを議題とし、経済部、観光部、農業委員会、

水産港湾部、建設部及び企業会計を除く水道部の

所管分の細部質疑を行います。 

 次に、この認定第１号の細部質疑が終了した

後、認定第２号平成25年度網走市水道事業会計の

利益の処分及び決算についてを議題とし、追加説

明があるときは説明をしていただき、その後、水

道事業会計の細部質疑を行うということで議事を

進めますので、御承知を願います。 

 それでは、早速、本日の日程であります認定第

１号中、経済部、観光部、農業委員会、水産港湾

部、建設部及び企業会計を除く水道部の所管分の

細質疑を行います。 

 まず最初に、経済部、観光部、農業委員会の所

管分の細部質疑から入ります。 

○松浦敏司委員 それでは、まず観光部のほうか

ら質問していきたいというふうに思いますが、成

果表の中に観光活性化推進事業ということで、酒

場詩人の吉田類さんを招いての観光振興事業を開

催したということで、市民や観光の関係者が180

名が参加したというふうになっていますが、この

取り組みの成果などについて、まず伺いたいと思

います。 

○武田浩一観光課長 観光活性化推進事業の関係

でございますけれども、これにつきましては、平

成25年度に策定いたしました網走市観光振興計画

の中で、おいしいまち網走ということで目標とし

ているところでございますけれども、これにつき

ましておいしいを通じて26年度以降の事業内容を

見据えた食ということをメインコンテンツとして

観光振興の推進を目指して網走市及び関係者の意

識醸成を目的としたシンポジウムを行ったところ

でございます。 

 これにつきましては、平成26年３月29日にエコ

センターで吉田類さんを基調講演の講演者として

招きまして、そのほか市内の観光関係者含めて座

談会ということも開催したところでございます。 

 参加人数は、あの大会議室の中で180名ほど集

まっていただき満員となったところでございまし

て、食を通じたシンポジウムの中で市民含め、ま

ちの食ということを通じてシンポジウムを開かせ

ていただいたのですけれども、それに基づきます

観光振興計画の意識づけだとかという醸成につな

がったと認識しております。 

○松浦敏司委員 非常に話題性のある方ですか

ら、テレビにもよく出て番組を持っている方でも

ありますから、そういった点では市民的にアピー

ルするという点では非常によかったのではないか

と思うのですが、問題はこの醸成という目的から

してどれほど成功したのかと、その辺が多分これ

からの課題になってくるのだろうというふうに思

うのですけれども、今後、こういった形での網走

をアピールする、とりわけおいしいまちというふ

うになっているわけですから、この点での取り組

み、平成25年度１回限りなのか、引き続きやって

いくのかということが非常に大事なことだと思う

のですけれども、その辺でのお考えはいかがで

しょう。 

○武田浩一観光課長 今年度、平成26年度につき

ましても旬まつりですとか、札幌でのパークホテ

ルでの食の網走の食材を使ったイベントですと

か、雑誌を使ったイベントですとか、クロスメ

ディアを対応して、そのような形で醸成をしてい

る事業を続けているところでございます。 

○松浦敏司委員 そのほうはわかりました。今後

の活動に期待したいところです。 

 次、大曲湖畔園地の関係で伺いたいのですが、

ここの目的として近年の観光客ニーズに適した体

験型観光を推進すると、市民の憩いの場として景

観のすぐれた広大な土地ということでの体験学習

型の観光フィールドを整備し、観光産業の活性化

を図るというふうになっております。 

 実績も書かれているわけですけれども、この平

成25年度の取り組みの状況をどのように評価をし

ているか伺います。 

○武田浩一観光課長 大曲湖畔園地の整備の関係

でございますけれども、約80ヘクタールという広

大な面積の中で平成17年よりいろいろ整備を進め

てきたところでございます。 

 平成25年度の取り組みといたしましては、まず

主なところで宿根草ガーデンというのを整備をい

たしました。これは、約0.3ヘクタールほどのセ
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ンターハウスのところの中央に２カ所ほど別々に

植えた宿根草を１カ所にまとめまして、宿根草

ガーデンということで整備をさせていただいたと

ころでございます。 

 そのほか、主なものといたしましては継続では

ございますけれども市民植樹ですとか、農業体験

の部分で行ってきたところでございまして、徐々

にではございますけれども体験者もふえておりま

すし、あとは修学旅行の受け入れというようなも

のも行っておりますので、一定程度の評価という

ことで評価をしているところでございます。 

○松浦敏司委員 この平成25年度というのは、

ひょう被害があった年かなというふうに思うので

すが、その前ですか。 

 つまり、あの地域は決して景色は非常にいいの

です。いいのですけれども、不安材料としては、

特に最近で言いますとことし、昨年も集中豪雨が

あり、ことしも日本列島集中豪雨があって、この

北海道でも死者２名を出す集中豪雨があったとい

うことで、先日も札幌あたりでも七十数万人に避

難勧告を出すというようなことがあったり、当市

においても一昨年ひょう被害があった、そういっ

た自然災害が実は最近、これまでにない形の豪雨

があるということ。 

 立地条件としてここは網走湖があって、この網

走湖というのは上流の水、全てがあそこを通過す

るということ、いわば、あそこは貯水池の役割を

果たしているというふうにも言われています。 

 その結果どうなるかと言いますと、一定量の降

雨があるとあふれるというふうなことが過去に

も、８年ほど前にもあったかというふうに思って

います。湖畔園地の相当部分が冠水するというふ

うなことがありました。 

 そういったことも私は想定に入れておかないと

非常にいざ、そういったことを想定しない形で事

業をやると大変な被害になると、こういったこと

も考えられるのですが、その辺の見通しはどう考

えていますか。 

○武田浩一観光課長 大曲園地の洪水といいます

か、水の関係ですけれども、一昨年よりあそこの

部分について公共残土を利用いたしまして、低い

部分を土盛りといいますか、上積みをしている状

況で洪水対策をしているところでございます。 

○松浦敏司委員 それはそれで否定はしません

が、ただ、一定量、雨が降るとあふれ出すという

ようなことを考えると、結局あそこは汽水湖でも

あるから、一度冠水すると一定の塩害といいます

か、考えられるということで、土地そのものがな

かなか肥えた土地にはならないということもある

のではないかというふうに思うのです。 

 その辺も十分、考えないとまずいかなと、この

ように思ったりもするのですが、その辺でのいわ

ゆる自然災害に対する基本的な考え方について伺

いたいと思います。 

○武田浩一観光課長 自然災害に対する考え方で

すけれども、現在、今、土盛りといいますか、そ

のかさ上げをしているところでございます。 

 今、松浦委員のほうからおっしゃいました水の

関係に関して塩害ですとかというのも考えられま

すけれども、その辺のことも十分、考慮しながら

今後、整備も進めていきたいと考えております。 

○松浦敏司委員 この間、過去の計画の中では建

物などもいろいろ構想の中にもあったりしました

けれども、そういったことはしっかり頭に入れた

中での事業展開をしなければならないだろうとい

うふうに指摘をしたいというふうに思います。 

 次に移りますが、サンゴ草の群生地の関係であ

ります。 

 最近の、今月の地元新聞にもサンゴ草が６割程

度回復したというような報道もなされたところで

あります。 

 私もさんご草祭りのときに行って見てきまし

た。写真も撮ってきましたけれども、確かに一時

期、大変な状況から見れば大分回復したなとい

う、そういう思いは感じました。 

 ただ、まだまだ、一緒に近くを歩いていた観光

客の人も以前に見た人たちが一緒につれて来た方

にこんなものではないのだよと、もっとすごいき

れいなものなのだというような説明をしておりま

した。私のイメージもまさに、５年前にありまし

たけれども、いまだにすごい、まさに赤いじゅう

たんというふうに言われるように、そういうイ

メージがまだ残っているものですから、相当回復

したとはいえ、完全に生えていないところも一定

数あると。 

 つまり、その部分というのは、まだ以前の土壌

に戻っていないのだろうというふうに考えまし

た。 

 平成25年度の状況と比べて、現在の状況という

のはどんなふうに原課としては判断しているのか
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伺いたいと思います。 

○武田浩一観光課長 サンゴ草群生地の関係でご

ざいますけれども、平成22年に園地整備によりま

して生育不良ということになって、平成23年に生

育不良が判明したということで、それに先立ちま

して網走市、卯原内観光協会、卯原内町内会、専

門家の東京農大ということで、網走市能取湖サン

ゴ草再生協議会を設置して対応してきたところで

ございます。 

 対応につきましては平成24年、平成25年、平成

26年と区画を三つに分けまして、それぞれ試行錯

誤ではございますけれども対応してきたところで

ございます。 

 その中で、今までやってきた考え方につきまし

ては間違ってはいないのではないかという判断を

しているところでございます。 

 先ほど委員のほうからもお話がありましたけれ

ども、約６割程度、回復したと判断しておりまし

て、その中には黒色化というのも昨年は見られま

したけれども、今年度につきましては黒色化につ

いてはなかったと。 

 また、それぞれの１本１本の茎につきましても

太い茎が見られているというような状況で、順調

に再生をしていっているということで判断してい

るところでございます。 

○松浦敏司委員 この間、一定の川の水を取り込

むというような取り組みもなさったかというふう

に思うのですが、それは効果としていい効果があ

らわれたと、こういうふうに受けとめているとい

うことでよろしいでしょうか。 

○武田浩一観光課長 河口の部分をしゅんせつ等

いたしまして、あとは園地内に外周と縦に何本か

水路を引いて、水を取り込んでいるということで

乾燥化を防いでいると、その結果、このような形

で再生をされてきておりますので、いい結果に

なっているということで判断しているところで

す。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 関係者の大変な努力の中で展望が見えてきてい

るという点ではうれしい状況だなというふうに思

います。 

 次に、観光の関係で言いますと、特別会計の流

氷館特別会計にかかわって伺います。 

 流氷館の入館者数は前年度より7,961名ふえて

おりまして、13万6,000人を超えるということに

なりました。 

 委員会での資料、経済建設委員会の資料だった

と思いますが見ますと、そのうち中国、韓国、台

湾、香港、そしてその他などとなっておりまし

て、ここの外国からの入り込みが前年より１万

724人ふえておりました。合計３万3,577人となっ

ておりますけれども、この入り込みについてどの

ような評価をしているのか伺います。 

○武田浩一観光課長 オホーツク流氷館の入り込

みについてでございますけれども、平成25年度13

万6,023人、前年度が、平成24年度12万8,060人と

前年対比106.2％伸びているということになって

ございます。 

 外国人のほうの入り込みについては、観光客誘

致に当たりましては外国人観光客の入り込みとい

うのは大変、重要な部分であるという認識をして

おりますので、今後とも外国誘致に向けたＰＲを

含めまして取り組んでいきたいと考えているとこ

ろでございます。 

○松浦敏司委員 それで、例年、外国の観光客の

入り込み状況を見ますと、下期が上期より相当多

く来ているなと、その大きな要因としては流氷観

光というのがあるのだろうけれども、それだけで

はないのだろうと思うのですが、その辺では原課

としてはどんなふうに判断をしているのでしょう

か。 

○武田浩一観光課長 下期のほうの入り込みが多

いということでございますけれども、このことに

つきましては、やはり流氷観光というのは主な部

分を占めるかと思います。 

 そのほかに外国の方、東アジアですか、東南ア

ジアの方につきましては、流氷ばかりではなく

て、ただ能取岬に行って雪で遊ぶというようなこ

と、またあったか網走というようなところで新

雪、雪で遊ぶというようなことが大変、興味を持

たれているということで伺っております。 

 そのようなことも含めまして、あったか含めま

して、外国人観光客に認知されてきたのかなとい

うことで認識しているところでございます。 

○松浦敏司委員 この辺も理解できました。 

 昨年の決算委員会でも出ていたのですけれど

も、平成24年度はメディア系の旅行会社が大量に

入ってきたというようなことでもございました。

それが団体がふえた大きな要因だというふうに

言っておりました。 
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 このことは、平成26年度も続くというふうにも

答弁をしていたわけですが、その辺ではどのよう

なふうになっているのでしょうか。 

○武田浩一観光課長 メディア系の商品につきま

しては、今のところ順調に進んでいるということ

で認識しております。 

○松浦敏司委員 主に、そのメディア系といって

もたくさんあるのだろうと思うのですけれども、

主なところというのはその国とかも含めてどんな

方たちなのでしょうか。 

○武田浩一観光課長 一時期、尖閣等の問題で中

国等、平成24年ですね、落ち込みが激しかったと

いう時期がございましたけれども、ここのところ

中国市場も回復してきておりまして、わずかでは

ございますけれども、個人客を中心にふえてきて

いるという兆しがございます。 

○松浦敏司委員 外国人の中でも確かに今、答弁

で言われたように中国の関係が一時、極端に下

がった時期もあったけれども、ここのところ元に

戻ったといいますか、元に戻った以上に来ている

なという印象を持っております。 

 問題は、せっかく外国からのメディアが来てい

るわけですから、その方たちがどれだけ地元に

帰ってこの網走のすばらしさをＰＲしてくれてい

るのかなと、その辺が非常に期待を私はするので

すが、その辺では何か情報みたいなのは入ってい

るのでしょうか。 

○武田浩一観光課長 少し前になりますけれど

も、中国に関しては「フェイチェンウーラオ（非

誠勿擾）」という映画が大ヒットして、それに

よって中国のお客さんがふえたという現実がござ

います。 

 そのことに関してもまだ根強い人気があるとい

うふうに伺っております。 

 そのＰＲ部分に対しましては、その中国のブロ

グですとか、中国の本土の雑誌ですとかを使いま

して、観光ＰＲ、網走市のＰＲをしているところ

でございます。 

○松浦敏司委員 今度、今、建てかえもしている

というようなこともありますから、そういった点

では、そういった人たちの影響というのは非常に

大きいので、その辺でもしっかりと結びつきなど

も強める必要があるのだろうなというふうに思い

ます。 

 それでもう一つ、今現在、網走市民が観光客を

同伴した場合、その網走市民については無料だと

いうふうになっております。 

 平成25年度もそういう形で行うという、昨年の

決算の中で言いましたけれども、平成25年度につ

いてはどのようになっているのか、そして観光客

を伴ってきた網走市民はどのくらいいるのか、も

しつかんでいれば伺いたいと思います。 

○武田浩一観光課長 平成25年度につきましても

夏休み及び冬期間の冬休みにつきまして期間限定

ではございますけれども、お客さんを同伴された

市民につきましては、無料ということで実施して

おります。 

 人数につきましては、申しわけございませんけ

れども今現在、手元になくて申しわけございませ

ん。 

○松浦敏司委員 ぜひ、これは人数も含めてつか

む必要があるのだろうと、これは今、手元にない

のであって、把握はしているということですね。

では、後ほどそれは教えてください。 

 次に移ります。流氷館の関係でこの間、リ

ニューアルなどをしてく中で、平成16年のリ

ニューアルの返済というのは、平成24年度で終了

するというふうに昨年の決算で述べております。 

 あとの問題は、平成18年度のリニューアルし

た、その借金があると、残っているということ

で、平成28年度で終わると、つまり年度というこ

とですから平成29年３月31日までには終了すると

いうことだと思うのですが、今現在、建設してい

る新しい流氷館、その償還との関係では重なるこ

とはないのでしょうか。 

○武田浩一観光課長 今、委員のほうからの起債

の償還の関係でございますけれども、平成16年に

その展示リニューアル事業ということで行った部

分につきましては、平成25年度３月末をもって償

還を終了しております。 

 平成19年の部分は、ハイビジョンシアターリ

ニューアル事業につきましては、平成29年３月で

すか、平成28年度末をもって償還完了ということ

になっているところでございます。 

 償還につきましては、償還計画に基づき、ここ

の部分については償還していくという形を考えて

おります。 

○田口桂観光部長 流氷館の整備事業債の償還の

関係でございますけれども、今、課長のほうから

お話いたしましたけれども、平成28年度の元金償
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還につきましては640万円程度という元金償還が

ございますので、資金調達を平成27年にして、平

成28年から元金の償還を据え置くか据え置かない

か、それは資金調達の条件によりますので、そこ

まではまだどうかなというところはあるのですけ

れども、古い部分の残債については平成28年度は

640万円程度あるということでございます。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、新しい建物

との関係で重なることもあるかもしれないけれど

も、金額としてはさほどということだと、これは

わかりました。 

 昨年の決算でも指摘していますけれども、この

流氷館というのは、基本的には入館料で維持して

いくというのが、借金も償還していくというのが

基本だというふうに私どもは考えております。 

 今現在、一般会計から2,200万円ほど繰り入れ

で運営をしているという状況になっています。健

全な特別会計とは、そういう意味では言えないの

だろうというふうに考えています。 

 新しい流氷館ができて、たくさんの観光客が

入ってくれることを多分、期待をしているのだろ

うと思いますし、計画でも20万人というふうに

なっていますから、これが長いこと続けていただ

ければ、それにこしたことはないというふうに

思っていますが、なかなか私どもとしては今の計

画で本当にそれが期待できるかといえば、ちょっ

と私ども不安を持っているというふうに思ってお

りまして、その点ではなかなか難しい状況にある

なと考えであります。そのことを述べて観光部に

ついては終わります。 

 次に経済部についてです。 

 安倍内閣の１年目に当たるのが平成25年度で、

安倍内閣は強引な円安政策をとって輸出大企業な

どについては非常に喜ばれると、資産家にとって

も喜ばしいということでありますけれども、しか

し一方で、この地方にいる私たちなどは全くその

影響はというか、逆のマイナスの影響しか出てこ

ない状況だと思うのです。 

 今、中小企業融資制度の実績などを見て、一般

資金の中で少し伸びております。この新規、ある

いは年度末残高も伸びているわけですけれども、

他の資金はなかなか動いてはおりませんが、この

状況について原課としてはどのようなふうな考え

方、判断をしているのかお伺いします。 

○田口徹商工労働課長 融資の関係ですけれど

も、一般資金に関しましては新規契約が155件、

年度末残高が291件という形になっております。 

 その内訳を見ますと、一般資金のうち運転資金

は142件、それから設備資金が13件という形に

なっております。 

 数だけ見ますと、数も金額もそうなのですけれ

ども、運転資金についてはほぼ横ばいの状態で推

移しているのかなというふうに感じております。 

 それから、設備資金につきましては若干、全体

で13件という数ですから大きくはないのですけれ

ども、一応、増加の傾向にあると。 

 こういうことから、若干とも業種によっては景

気が回復、全国の景気回復の影響が地方にも来て

いるのかもしれないとも見ることはできるのです

けれども、委員のおっしゃるとおりなかなか全て

において国の政策が地域のほうまで来ているとは

考えにくい部分がありまして、今は楽観できない

状況かなというふうに認識しております。 

○松浦敏司委員 設備投資、設備資金という点で

は、これは答弁にあったように業種にもよるのだ

ろうと思います。 

 しかし、なかなか小売りだとか、そういったと

ころは相当難しいのだろうと、逆にこの運転資金

が大半を占めるということは、つまりお金が十分

回らない、こういうふうにも考えられる。景気が

よくなって借りるという場合も中にはありますけ

れども、今、基本的には運転資金というのは資金

繰りがうまくいかない中で、この市の制度資金を

使って運営をしようと、こういうことになるのだ

ろうというふうに思うのです。 

 そういう意味では、私はこの運転資金が142件

というのはアベノミクスによるいいほうの効果で

はなく、なかなか難しい。つまり、仕入れはどん

どん上がる、それから原価といいますか、ガソリ

ンを初めさまざまなものが上がると、しかし中小

企業にとってはそれがなかなか価格に反映するこ

とができない、こういうこの狭間にあると、非常

に弱い立場ですよね。 

 そういう意味では当面、こういった資金を使っ

て回転させていかざるを得ない、このように思う

のです。 

 つまり、市のこの制度というのは金利も安いと

いうことですから、これは非常にそういう点では

中小業者にとっては救いの資金なのだろうという

ふうに思います。 
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 そういう点では、しっかりとこれからも取り組

んでほしいと思いますし、やはり相談といいます

か、金融機関に資金を借りに行ったときに、やは

り金融機関がしっかりとその中小業者、経営者に

対して事情を聞き、そして大事なことは資金を貸

し出すのも大事だし、貸し出した後の経営に対す

る指導といいますか、貸す側の立場としてどう経

営を改善すべきかと、このことが非常に大事なの

だろうと、この辺では金融機関はそれなりにやっ

ているのだろうと思うのですけれども、どのよう

な状況をつかんでいるのか、もしつかんでいれば

伺いたいと思いますが。 

○田口徹商工労働課長 金融貸出における金融機

関の対応ですけれども、特につかんでいるという

ことはございませんけれども、金融貸出するに当

たっては経営に当たり十分な指導をしていただい

ているというふうに思っております。 

 また、市としましては商工会議所の中小企業相

談所なども活用しまして、そういう相談があった

ときには借りたいとか、事業を始めたいという相

談があったときには、そちらのほうの活用につい

ても進めているところでございます。 

○松浦敏司委員 お金を貸すだけで、経営をしっ

かり一緒になって改善をするための努力という

と、なかなかこれは不十分な部分でもあったので

す。 

 しかし、全国的にはそういった努力をすること

によって地域の中小企業が活性化するというよう

なこともある地域も出ているのです。そういう金

融機関もあるという点では、そういう方向に今

後、より行けるように努力をしてほしいと。 

 中小企業の関係で言えば以上ですが、次に農地

集積協力金の関係で伺いたいと思います。これ

は、成果表の63ページであります。 

 予算現額が210万円と、決算額が94万5,000円と

いうことでありまして、目的として農地集積に協

力する農地の所有者ということで、地域の中心と

なる農業経営体へ農地を集積し、地域農業の競争

力や体質の強化を図るというふうになっておりま

す。 

 実績についても表のように出ておりますが、こ

の１、２の協力金というのがありますけれども、

この協力金の中身、どういった中身なのか伺いた

いと思います。 

○川合正人農政課長 農地集積協力金の中身でご

ざいますが、まず経営転換協力金というものがご

ざいまして、こちらのほうは交付の対象者となる

者が土地利用型の農業者から経営転換すると者と

か、農業をリタイアする者とか、農地の相続人に

対して給付されるもので、面積に応じてあるので

すが、北海道網走市であれば200ヘクタール以上

ということになりますので、１件70万円の給付が

あるということになります。 

 もう一つの農地集積協力金の分散錯圃解消協力

金というところでございますが、こちらのほうは

農地を皆さん持ちながら耕作をしていると思うの

ですが、その農地を離れているというところがあ

りますので、そういう離れている農地を一度、円

滑化団体に出して、それを近くの農地を所有して

いる方に使用してもらうということで、経営効率

を高めるということでこういう事業がございまし

て、こちらのほうが反当たり5,000円の交付とい

うふうになってございます。 

○松浦敏司委員 この間、農業を取り巻く情勢と

いうのは相当大変になってきて、離農者も出ると

いうようなことで、結果としては飛び地というよ

うなことがあって、確かにその飛び地であったと

ころがそういったことによって一つの圃場になれ

ば、それに超したことはないのだろうと、ただ問

題は当事者の合意がなければ進むものでもありま

せんから、当然、農政課とか、あるいは農業委員

会などが中心になって、そういった集積を進める

のだろうというふうに思うのですけれども、この

平成25年度でいえばこういった実績ということで

ありますけれども、これは実績としてはこういう

ことなのだけれども、実績に至るまで、結果とし

ては整わなかったという事例はないのでしょう

か。 

○川合正人農政課長 こちらの農地集積協力金と

いうのは、平成24年度から始まったわけなのです

けれども、こちらのほうの制度周知もしてござい

ますので、利用できる方については事前に情報を

お教えしておりまして、この事業が使えなかった

と、使えるのに使えなかったということはありま

せんでした。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 農業を取り巻く情勢というのは非常に大変なも

のですから、農業者が使いやすい農地、圃場であ

ることに超したことはないというふうに思いま

す。 
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 ただ、農業者の人たちもやはり自分たちがつ

くってきた農地というのは、それなりに愛着もあ

るし、あるいは歴史があって、代々引き継いでき

た土地というのは少々、条件が悪くてもやはり手

放す上では相当、覚悟もいるというようなことも

あるのだろうというふうに思います。そういう点

では、しっかりとした形で進めていっていただき

たいなというふうに思います。 

 次に、薬用作物栽培推進事業というのが同じく

64ページですか、ここにありますけれども、目的

の中で高収益の期待できる薬用作物等の導入を促

進し、農業者の経営安定化を図るというふうに

なっております。 

 事業そのものが平成23年から平成28年までと

なって、ちょうど平成25年は中間地点に当たると

いうことであります。 

 ３年目の平成25年度の状況で、この高収益で経

営を安定化させる状況という、この大きな目的か

らすれば、どんな状況になっているのか伺いま

す。 

○川合正人農政課長 薬用作物の栽培促進事業で

ございますけれども、網走市ではセンキュウとい

うものを栽培してございます。こちらのほうは、

今現在、平成25年２月には農協のほうでセンキュ

ウの部会もできてきて、作物の振興に対してはか

なり活発になってきているのかなというふうに考

えておりまして、今現在でありますけれども、当

初、5.5ヘクタールほどで21人作付していたもの

が、現在は25ヘクタールの作付をしておりまし

て、こちらのほうで乾燥の出荷量でも７万4,593

キロの出荷をしておりまして、農業者の今、畑作

三品が基本となってございますけれども、その補

完をする作物というような位置づけで農業の所得

向上にはなっているというふうに考えておりま

す。 

○松浦敏司委員 まだ、平成28年までは期間があ

りますから、そういう高収益に向けて成果が出て

いるということでありますから、しっかりとこれ

も取り組んでいっていただきたいと思います。 

 経済部はそれだけです。 

○武田浩一観光課長 先ほどの市民同伴の関係で

すけれども、連れて来た市民は179名、それを考

えて2.5人から３人ほど連れてくると考えると500

人程度の入り込みがあったのではないかと考えて

いるところでございます。 

○平賀貴幸委員長 次、金兵委員。 

○金兵智則委員 それではまず、網走フェア開催

事業についてお伺いをいたします。 

 こちらの事業、平成25年度でたしか３年目だっ

たというふうに理解をしているのですけれども、

昨年度は期間中入り込み者数は１万2,800人程度

だったように記憶しておりますけれども、まず平

成25年度も１万2,300人ということで１カ月間で

これだけの入り込みがあったということでありま

すけれども、まずこれについて原課としてどのよ

うに捉えているのかお伺いをいたします。 

○田口徹商工労働課長 網走フェアについてです

けれども、札幌のホテルオークラ札幌で開催して

おります、この事業につきましては、昨年度にお

きましては平成25年11月１日から30日までの１カ

月間で開催してきたところでございます。 

 レストラン・コンチネンタル、それから中華料

理店、それから郷土料理杉ノ目と３店舗でやって

おりまして、形態は変わっていないのですけれど

も、来場者は今、委員がおっしゃったとおり一昨

年が１万2,800人に対して、１万2,338名と約３％

強減少している状況にございます。 

 これにつきましては、たまたまこの時期にホテ

ルの偽装問題が起きたりしまして、全体的に入り

込みが落ちている状況もあったということがあり

ました。 

 そういうこともあって、減少したのかなという

ふうには考えておりますが、それがあってこの程

度の数字ですから、網走の食材についてはある程

度、ＰＲできたものと考えております。 

○金兵智則委員 ちょうどあの時期だったのかな

というふうに思いますけれども、その中で平成24

年度と横ばいというのは、結果として評価できる

という面も理解できるところもあります。 

 この事業としては成果としては順調に推移して

いるというふうになっていると思いますけれども

も、これは地場産品の販路拡大を図るということ

が最終的な目標というところになると思いますけ

れども、これでこの平成25年ので３年経過します

けれども、何か実績というか、成果が上がったも

のに関して何かあるのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 食材につきましては、札

幌のほうで買われているということもあって、こ

のフェア自体で人数がある程度、確保している部

分を除けば、同時期に開催している網走観光と物
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産フェアというのを地下歩行空間でやっているの

ですけれども、そのときに来客数がふえたという

ような状況が確認できているようなことがありま

す。 

○金兵智則委員 はっきりとした実績、成果とい

うのはまだ目に見えていないけれども、順調に推

移をしているのではないかなというところなのだ

というふうに思いますけれども、これは昨年度の

答弁の中にも最終的な、本当と言ったらいいのか

わからないですけれども、最終的な目標として網

走のＰＲを兼ねて地場産品の販路拡大を図るとと

もに、網走に食べに来ていただくというようなこ

とも目的としているというような答弁もあったと

ころなのですけれども、それらに向けて何か今

後、取り組んでいかなければならないというよう

なことで思っていることがありましたら、見解を

お伺いしたいというふうに思います。 

○田口徹商工労働課長 今、委員おっしゃったと

おり、札幌だけでの消費で当然満足しているわけ

ではなくて、これを地場のものがさらに販路が拡

大される、紹介され販路が拡大されるというよう

な方向に持っていきたいというふうに考えており

ます。 

 それで、昨年も指摘されてアンケート等をとっ

て取り組むということにしていたのですけれど

も、昨年はちょっと時間的に間に合わなかったの

ですが、ことしはアンケートをとりながら一層の

販路拡大につなげていきたいというふうに考えて

おります。 

○金兵智則委員 せっかくの取り組みですので、

アンケートのほうとかスピーディーにやっていた

だきたいなというふうに思いますけれども、その

辺についてはもうホテル側とは調整がとれている

という理解でよかったですか、アンケートについ

て。 

○田口徹商工労働課長 来週、網走のほうに来る

ことになっておりまして、そこでいろいろ調整し

たいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 今後の取り組みをまた見守って

いきたいというふうに思います。 

 次の質問です。新製品のプロモ－ションであっ

たりとか、ものづくり総合支援事業など、それぞ

れ事業の実施と、それに伴った実績があると思い

ますが、平成25年度、どのような状況だったのか

お伺いをいたします。 

○田口徹商工労働課長 ものづくり総合支援事業

でございますが、これにつきましては事業化等ス

タートアップ支援事業、さらには新製品創出支援

事業補助金、さらにはものづくりフォローアップ

事業などが組み合わさった形となっております。 

 事業化等スタートアップ支援事業につきまして

は、平成25年度におきましては飲食店、お菓子の

開発、「お菓子な牛乳かい」という名前で、牛乳

を使ったお菓子なのですけれども、これをつくる

に当たって補助をいたしたところでございます。 

 それから、新製品創出支援事業につきまして

は、これは新製品開発の部分では最大２年間継続

できるものですけれども、平成24年度から行って

おりましたごみボックス、ヒグマに対応したごみ

ボックスの開発事業、これを継続して平成25年度

につきましても支援してきたところでございま

す。 

 それから、ものづくりフォローアップ事業の関

係ですが、こちらにおきましては新製品の市場開

発促進事業と、それから新製品改良事業、それか

らアドバイザー派遣事業の三つの事業となってお

りますが、平成25年度におきましては市場開拓促

進事業として１件助成をしてきた経緯がございま

す。 

○金兵智則委員 丁寧な御説明をいただきまし

た。 

 ヒグマに対応したりですとか、網走の物産を

使ったということで、特色のある取り組みがされ

つつあるのかなというふうに思いますけれども、

やはり物づくりと食というものは、観光のほうで

もありますけれども、当然、これから重要になっ

てくるのではないかなというふうに考えておりま

す。 

 一次産業で生産される食材、素材を、どうそれ

を生かしてマーケットが求めている製品をつくる

かということが重要なわけですけれども、東京農

業大学のものづくり創成塾ですとか、その卒業生

との連携はどの程度、昨年度は進んだのかという

ところを御説明いただきたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 東京農大との連携でござ

いますけれども、東京農大のほうで事業化・商品

化推進タスクフォース委員会という委員会を設け

ておりまして、これはものづくりにかかわってい

る委員会なのですが、そこにうちの商工労働課の

ほうからも担当者を委員として派遣しておりまし
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て、その中で市のこの助成制度について周知、Ｐ

Ｒをしてきた経緯がございます。 

○金兵智則委員 一定程度、一緒になって進めて

きているというところなのかなというふうに思い

ますけれども、昨年度の決算委員会で、食に限ら

ない内容で製造業を主に市内の事業者がどういっ

たような今、課題に直面していて、それを解決す

るためにはどういった支援が必要なのかといった

ようなアンケート調査を行うという答弁をいただ

いていたかと思うのですけれども、もしアンケー

トを行ったのであれば実施した結果からどのよう

なものが見えてきたのかお伺いしたいと思いま

す。 

○田口徹商工労働課長 昨年お答えしました物づ

くりにかかわる調査の関係ですが、昨年の10月に

ものづくりに関するアンケート調査というのを実

施しております。 

 これは、市内の製造業97社にアンケート調査を

行いまして、32件の回答をいただいております。 

 その中を見させていただきますと、やはり会社

としては新しいものをつくりたいし、研究したい

という気持ちはあるのだけれども、お金の関係

と、時間の関係でなかなかままにならないとい

う、そのような意見が出されてきているところで

ございます。 

○金兵智則委員 今、アンケートの結果、お金と

時間の件で難しいというふうなアンケート結果と

いうところがそのようなものだというところです

けれども、その結果から踏まえて、原課としては

その結果を見てどう捉えているのかというところ

についてお伺いしたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 お金と時間、これはどう

しても自分の事業を持っていればぶつかる一つの

壁なのかなというふうには思いますけれども、新

たな展開をしていただき、地場産業の発展につな

げていただきたいという気持ちは非常に多く持っ

ておりまして、今、先ほど説明しましたお金の支

援は当然、継続してやっていきたいと思っており

ますし、平成25年度からは企業家支援セミナーと

いうのも始めまして、これは商工会議所と連携し

て行っている事業ですけれども、創業ゼミナー

ル、起業するに当たっての勉強会、それから起業

した人がいろいろと勉強する起業家フォローアッ

プセミナー、このようなセミナーを取り組みまし

て、ものづくりにつなげていただけるような働き

かけをしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○金兵智則委員 答弁を理解をさせていただきた

いというふうに思います。 

 成果報告書の最終ページに国の補正予算に係る

経済対策の事業一覧というのが掲載されておりま

すけれども、ここに掲載されている各事業が実施

された結果、継続雇用につながったり、新製品の

開発と販売につながったものなどがあればいいの

ですけれども、実際にどのような成果があったの

かお伺いをしたいというふうに思います。 

○平賀貴幸委員長 質疑の途中ですが、ここで暫

時休憩いたします。 

午前10時57分 休憩 

午前11時10分 再開 

○平賀貴幸委員長 それでは、休憩前に続き、再

開をいたします。 

 質疑を続行いたします。 

 金兵委員の質問に対する答弁から。 

○田口徹商工労働課長 大変、失礼いたしまし

た。 

 平成25年度の緊急雇用創造事業の関係ですけれ

ども、重点分野が３件、それから起業化の関係が

５件、合計８件の事業が行われております。 

 その８件で全体で17人を雇用しております。こ

の８件のうち１件は今年度に継続になっておりま

す。そこには、３人雇用しているのですけれども

も、それを除くと14人という形になりますが、そ

の14人のうち６名が継続で雇用されておりまし

て、そのうち４名は正社員で雇用されたというふ

うに聞いております。 

○金兵智則委員 継続雇用につながったというこ

とで、大変に喜ばしいことだなというふうに思い

ます。 

 先ほど伺ったものづくりなどとあわせて完成し

た商品をどうＰＲしていくのかというのが今後、

とても重要なことだというふうに思います。さま

ざまな事業もあるのかなというふうに思いますけ

れども、行政として補助してつくったものですの

で、可能な範囲でそこに協力していくという姿勢

がやはり必要なのかなというふうに考えます。 

 私としてはですけれども、網走市という行政の

信用力を活用していくこともできるのではないか

なというふうに思います。ホームページやＳＮＳ

で新製品を紹介していくなど、もっと積極的な応
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援態勢がとれないかなというふうに思いますけれ

ども、何か考えがあればお伺いしたいというふう

に思います。 

○田口徹商工労働課長 今、委員のおっしゃった

とおり、そのようなＰＲについても必要かという

ふうには存じますので、今後、検討させていただ

きたいと思いますが、そのほかとしましては新製

品につきましては平成19年度より新製品プロモー

ション事業というのを行っておりまして、新製品

創出支援事業、それから事業化スタートアップ事

業、支援事業、ものづくりフォローアップ事業な

どで誕生した新製品につきましては、希望をとり

ましてテレビを使ったコマーシャルなども行って

おりまして、開発後の販路の拡大につなげている

ところでございます。 

○金兵智則委員 さまざまな方策でできた製品な

のですね、ＰＲしていただいて、つながっていけ

ばいいのかなというふうに思います。 

 次に、花火大会の件でお伺いしたいというふう

に思います。 

 花火大会は今年度も雨交じりの中でしたけれど

も非常に好評で、私自身、網走の花火大会は評価

の高いものだというふうに認識しておりますが、

確認をしたいのは網走市として予算をかけて昨年

度強化した部分や変更された部分があるのかとい

うふうに問われれば、どのようなことかというこ

となのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 昨年も答えているかと思

いますが、網走市の花火大会のこの花火にかかわ

る補助につきましては、その花火大会の中のどの

部分というふうに補助しているものではございま

せんで、全体の事業運営にかかわる補助という形

ですので、御理解願いたいと思います。 

○金兵智則委員 今後、さまざまな状況を評価さ

れながら、さらなる事業の強化に取り組んでいく

ことが今、必要不可欠なのではないかなというふ

うに思いますけれども、平成25年度、決算年度だ

けでなく、今後の実施を踏まえてどのような事業

展開を図っていったらいいのかという考えなのか

お伺いしたいというふうに思います。 

○田口徹商工労働課長 花火大会の関係ですけれ

ども、実行委員会の中に市も当然、かかわって

やっておりますので、その中で連携を図りなが

ら、協議を進めながら、今後については検討して

まいりたいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 その中で足並みをそろえてとい

うか、考え方をまとめつつというものなのだとい

うふうに思いますけれども、私は課題の一つはメ

ディアとのタイアップが余りないことではないの

かなというふうに思います。 

 つい先日、札幌のほうになりますがモエレ沼公

園を舞台にモエレ沼芸術花火というのが開催され

ております。ここは実にメディアとのタイアップ

を上手に取り組まれております。 

 まず、網走の観光大使を務めていただいている

アキオカマサコさんがテーマソングというものを

歌うことになっており、プロモーションビデオを

作成するなどして、ＳＮＳやホームページ、また

はそのコンサートなどでＰＲに努めていったこと

が挙げられますし、また、そのＣＤが全国発売さ

れたこともあって、それを取り上げるメディアも

あったというところもありますし、モエレ沼芸術

花火の専用ホームページを作成してＰＲもされて

おりました。 

 また、全道のローソン各店においては、テーマ

曲とともにプロモーションビデオを流すといった

ことも行われておりましたし、ＰＲうちわを作成

してテーマ曲とセットで花火大会をＰＲするな

ど、どさんこワイドやイチオシなど、テレビやラ

ジオにも出演してＰＲを行っているほか、札幌

オータムフェストにも出演してステージでもＰＲ

を行うなど、音楽と融合させた事前のＰＲが行き

届いており、その結果、有料の花火大会だったの

にもかかわらず前売り券が完売するほどの人気に

なったものであります。 

 網走の花火大会も音楽と光をコンテンツとして

扱っているわけですし、こうしたメディアとのタ

イアップを進めていくことと、網走ゆかりのアー

ティストさんなどとのタイアップを複合的に進め

ていくことが大切だというふうに思いますけれど

も、観光部なのか商工なのかというところもある

のですけれども、見解はいかがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 メディアとのタイアップ

という形ですけれども、網走の花火大会は観光協

会が中心となってやっております夕市とも連携を

とってやらさせていただいております。 

 今、出ましたアキオカマサコさんには、ことし

も花火大会の日に来てステージで歌っていただい

りしておりましたので、今、委員がお話になった

ことも実行委員会のほうにお話をして、検討して
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いきたいというふうに思います。 

○金兵智則委員 今、課長のほうから答弁ありま

した。せっかく来ていただいた、しかもその夕市

とも絡んでいるといった中で、もっと複合的な取

り組みができないのかなと。 

 今、花火大会を例に挙げましたけれども、観光

の分野においてもこういったような考え方が必要

なのではないかなというふうに思います。 

 次に、観光についてお伺いをしたいというふう

に思います。 

 まず最初に、観光部として２年目の決算となり

ます、どのような所感をお持ちなのかお伺いした

いというふうに思います。 

○田口桂観光部長 観光部ができて２年と半年と

いうことでございまして、一般質問の中でもお答

えしております。 

 大きな話、大きな施策、それから施策事業レベ

ルの話というのもございまして、大きな部分とし

ては観光振興計画、それから大きく天都山展望

台、流氷館の建てかえなどが大きな起点となって

いるところではありまして、さらにスポーツツー

リズムという観点からのオホーツク網走マラソン

大会の計画を立てて、実施に移行していくという

ような大きなところがあります。 

 また、小さいというか、施策事業レベルの話に

しましても、大事なところはやはり行政だけが

やっていくものではなく、観光協会や、それから

飲食、宿泊業というところの連携という調整が非

常に大事になってくるところでもございまして、

そのような中でも飲食業界の方からの御提案があ

りました、旬まつりの部分についても観光協会と

それぞれ皆さんと連携しながら新たな取り組みと

して閑散期の取り組みとしてもやっていこうとい

うことで、さらにそれを先ほどもお話のありまし

た、観光振興計画の目標でありますおいしいまち

網走という、これは要するに網走をブランド化し

ていこうというところを目標としているわけで、

それらの考え方も含めまして閑散期対策、それか

ら網走のおいしい旬を出していこうというような

ことで、そのような取り組みを観光部としてして

きているということで、いろいろな取り組みに取

り組んでいるところでございますし、また外国人

の観光客のアウトバウンド対策にしましても大き

なくくりとして知床地域と、それからさらに釧路

等の東北海道というレベルに目を向けた取り組み

も単独の取り組みとともに、そういう大きな目を

向けながら取り組んできているというところでも

ございまして、そのようなことで一定の、まだま

だ、なかなかすぐには直接的な効果というところ

はどれなのだというところはなかなかないのかと

は思うのですけれども、そういう取り組みが一定

の実を結びつつあるのではないかというふうに考

えております。 

○金兵智則委員 答弁のほうは理解をさせていた

だきたいなというふうに思いますけれども、観光

部の皆さんやることたくさんあって大変だなとい

う印象もあります。 

 今、答弁のほうからもありました、外国人観光

客の対応もしてきているというところであります

けれども、その外国人観光客への対処についてお

伺いしたいというふうに思いますけれども、昨年

もコミュニケーションの問題についてさまざまな

質疑があったというふうに思います。 

 また最近、特に外国人観光客については使いや

すいＷｉ－Ｆｉの環境が求められている傾向が強

くなっております。今年度の話になりますけれど

も、サン・プリンセスが入港したときには、Ｗｉ

－Ｆｉがつながる場所には人が集まっているとい

うような現象も見受けられたところでありますけ

れども、平成25年度決算年度でどのようなことが

取り組まれたのかお伺いしたいというふうに思い

ます。 

○武田浩一観光課長 外国人に対するコミュニケ

－ション対応ということでございますけれども、

平成25年度につきましては外国の看板につきまし

ては平成23年、平成24年で案内看板については終

了しているところでございます。 

 そのほか順次、観光パンフレットの部分につい

ても整備をしてきているところでございます。 

 また、先ほど委員のほうからお話もありました

けれども、サン・プリンセス号入港に伴いまして

市内を歩くこと、また施設めぐりバスなど紹介を

したパンフレットを順次つくって取り組んでいる

ところでございます。 

 そのサン・プリンセスの部分で使ったパンフ

レットにつきましては、改訂をしながら今後も使

えるのではないかと考えているところでございま

す。 

 Ｗｉ－Ｆｉについてでございますけれども、Ｗ

ｉ－Ｆｉにつきましては、それぞれの施設等で監
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獄博物館ですとかのＷｉ－Ｆｉも整備をしている

ところでございます。また、公共施設につきまし

ても順次整備をしていくような方向で検討してい

きたいと思います。 

 また、その道の駅につきましても整備されてい

るところでございます。 

○金兵智則委員 おっしゃるとおり、Ｗｉ－Ｆｉ

環境は今後、整備していくという考えだというこ

とで、それを見守りたいなというふうに思います

けれども、先ほど課長のほうでもありました博物

館網走監獄では、全国の空港などで使われている

ものと同じ仕組みのＷｉ－Ｆｉを導入して大変、

好評であるというような状況もありますので、今

後、市内各所、観光施設などでも導入を検討して

進めていっていただきたいなというふうに思いま

す。 

 次は、先ほど松浦委員のほうからもありました

さんご草についてお伺いをしたいというふうに思

います。 

 現状、今、平成26年の現状ということになりま

すけれども６割ほどが回復してきたということ

で、私もさんご草祭りのほうにはお伺いさせてい

だきまして、回復傾向にあるのかなと、やはり、

でもまだまだ寂しいなというのが率直な印象であ

りました。 

 先ほどの答弁であったり、昨年も答弁ありまし

たけれども、本年度で工事が最終年になって、来

年度、平成27年ですか、完全回復とは言わないで

すけども、完成というか、回復を目指していると

いったような御答弁だったかというふうに思いま

すけれども、昨年度が３割、今年度が６割という

ようなところで、来年は９割ぐらいが回復してい

ればいいなと思うところでありますけれども、や

はりサンゴ草祭りなどに行って、もっと前、まだ

全盛だったころは、観光バスがずらっと並んで、

お客さんとかが来ていたなという印象もあったの

ですけれども、ことしもバスの姿はなく寂しいな

と、回復傾向にある中で今後、また観光客の皆さ

んに戻ってもらうような施策が必要なのかなとい

うふうに思いますけれども、その辺の見解につい

てお伺いしたいというふうに思います。 

○武田浩一観光課長 サンゴ草の関係でございま

すけれども、先ほど松浦委員のほうに御説明をし

た経緯等ございますが、順次、整備を重ねていっ

て再生に努力しているところでございます。 

 また、観光バスにつきましても、一応、サンゴ

草が悪くなったという情報を知って問い合わせを

していただくところもございまして、その問い合

わせ先のエージェントにつきましてはこのような

形で回復しているというのを伝えるとともに、そ

の問い合わせも多くなっていくという認識を持っ

ているところでございます。 

○金兵智則委員 であれば、今後は少しずつ戻っ

てきてくれればいいなというふうに思いますけれ

ども、今現在でもまだ戻ってきていないというこ

とは、問い合わせはあるけれども戻ってこないと

いうことも、戻ってくるとは確実には言えないと

いうような状況なのかなと思いますけれども、積

極的なＰＲが必要なのかなというふうには理解を

していますので、また来年などにも見せていただ

ければなというふうに思いますけれども、今後、

ある程度、今、戻ってきている中で、何と言えば

いいのでしょうか、このようなことがやはり二度

と、このサンゴ草に限らずですけれども、このよ

うなことが再発防止と言ったらいいのでしょう

か、ないような状況をつくっていかなければなら

ないと、その中でやはり責任の所在というのを

しっかりと持たなければいけないという時期にも

来ているのかなというふうに思いますけれども、

その辺について何か見解があればお伺いしたいと

いうふうに思います。 

○田口桂観光部長 サンゴ草のお話、種々、今、

御議論ありまして、これにつきましても原因が

あってあのような形になったというところはあろ

うかと思います。 

 ただ、そのことでサンゴ草というのが網走の観

光資源に相当大きな役割を果たしていたというこ

とが改めて認識できたのかなと、空気のようなも

のであって当たり前というわけではないけれど

も、それはやはりいろいろな先輩方の努力によっ

て支えられていたのだということは改めてやはり

認識したところでございます。 

 それとともに今回、アカデミックな観点からの

東京農大も参加していただいて、経験則だけでは

ない学術的な研究も含めながら、当然、経験則は

経験則として重要な部分もあるのですけれども、

経験則と、それから学術的な部分を融合させまし

て取り組んできたというところが今回、まだまだ

完全ではないけれども、その手法が正しかったの

ではないかという一定の評価はあると思います。 
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 それで、それとともに地元の観光協会、卯原内

観光協会、それから地元の誇りとして持っている

卯原内の町内会も合わさった協議会を設置してお

りますので、その中でも毎回、みんなちゃんと同

意をした上で方向性をみんなで共有した上で財政

整備を進めていきましょうということは毎回、協

議会の幹事会の会議の中でもお話をするというこ

とで進めておりますので、今後ともその協議会の

整備が終わったからそれで終わりという意味では

なくて、やはりそこは長く保つためにはそういう

ところでいつも状況を見守りながら方向性を出し

ていくということで今後の大きな観光資源をちゃ

んと維持していこうというふうなことだというふ

うに理解しておりますので、今後ともそういった

取り組みをしていくということで考えておりま

す。 

○金兵智則委員 再生が終わったら協議会が解散

というわけではなくて、今後ともその三者で意見

交換をしながら、同じことが起きないような対策

をとっていくというところで理解をさせていただ

きたいというふうに思います。 

 続いて、セブンミュージアムＰＲ事業でありま

すけれども、市内７施設をプロモーションで利用

すると、簡単に言えばそういう事業だったという

ふうに思いますけれども、予算現額100万円に対

して決算額96万7,000円、ほぼ使われたという状

況でありますけれども、スタンプラリーを実施し

ておりまして、５月１日から約１年弱行っていた

のかなというふうに思いますけれども、景品交換

者49名と、これが多いのか少ないのか、予算現額

がほぼ満度なのでこれぐらいを予定されていたも

のなのか、その辺についてお伺いをしたいという

ふうに思います。 

○武田浩一観光課長 スタンプラリーの関係でご

ざいますけれども、49名の応募ということになっ

てございます。 

 これにつきましては、去年１年目につきまして

は七つのミュージアム全てを回ってということで

景品交換ということになっておりました。その部

分もちょっとあったのかなという気がしておりま

す。 

 今年度は三つ、五つ、七つということで、段階

的に回ってプレゼントをするというような方向で

改良しているところでございます。 

○金兵智則委員 今の御答弁からするとやはり、

この49名というのはちょっと条件が厳しすぎたの

かなというところで今年度、改良されているとい

うところは理解させていただきます。 

 私、あらゆる場面で言っていますけれども、こ

の７というのをキーワードにしてくださいという

ことでお願いをしていますので、このセブン

ミュージアム事業は皆さんに愛される事業を今後

とも継続していただきたいというふうに申し述べ

させていただきたいというふうに思います。 

 続いて、先ほどもありました閑散期誘客促進事

業でありますけれども、春カニ合戦であるとか、

鱈福祭りであるとか、大変好評だったというよう

な印象があります。 

 市内の皆さんからもそういう声が多く聞かれる

なということで、私自身認識しておりますけれど

も、目的は閑散期における誘客促進ということが

目標になっておりますけれども、例えばこの事業

を行ったことによって宿泊数がふえたりですと

か、入り込み数がふえたとかというようなことに

ついてお伺いをしたいというふうに思います。 

○武田浩一観光課長 この閑散期誘客促進事業に

ついてでございます。昨年初めて行った事業でご

ざいます。 

 この事業につきましては、その春カニ合戦、春

のキャンペーン、秋のキャンペーン含めまして、

担当課としても大変、人気があっていろいろな集

客が来たということで認識しているところでござ

います。 

 宿泊につきましては、それにつながる宿泊とい

うことはなかなかはかりづらいという部分があり

ますけれども、会場の中でいろいろな方とお話を

したときに、例えば横浜から来ているだとか、ど

こから来ているだとかという声も私も直接聞いて

おりますので、そのような形で宿泊増強等につな

がっているということで認識しております。 

○金兵智則委員 はっきりとした分析というか、

データはとってはいないですけれども結びついて

いるのではないかというようなことなのだと思い

ます。 

 閑散期に誘客を促進する事業ということであり

ますので、印象、そういう印象があるというとこ

ろでいいのかどうなのかというところもちょっと

疑問がわくところでもあります。 

 やはり、この事業の結果としては、結果が出て

こその事業なのかなというようなイメージもあり



 

－ 90 －

ますので、それについては今後、何かこういうふ

うに改善をしていきたいというか、その事業の評

価という部分に関して改善していきたいという部

分があれば見解を伺いたいというふうに思いま

す。 

○田口桂観光部長 平成25年度閑散期の誘客とい

うことの、今でいう旬祭りなのですが、これは実

は先ほどもちょっとお話ししましたけれども、話

のきっかけとしましては、御案内のとおり網走の

観光シーズンのピークというのは二山ありまし

て、七、八月のグリーン期、それから２月の流氷

期というところであります。 

 それで、お話の発端となったのは、一つは流氷

明けという、海明けなのですけれども、今、流氷

明けというワーディングを使ってわかりやすいよ

うにしているのですけれども、そこの５月、６

月、これはボトムシーズンです。それから秋、収

穫の時期で、もうお魚も水温が冷たくなっておい

しくなってくるという時期にお客様がボトムに

なってしまうと、ここは何とかせっかくおいしい

ものがあるのだから、これをやはり周知していか

なければならないのではないのかというような飲

食業の方からのお話がありまして、それで平成25

年度は閑散期対策ということでやったのですけれ

ども、これが閑散期対策なので、ちょっとネガ

ティブなイメージがあるということもありまし

て、本年度、平成26年度からは、それは閑散期の

ネガティブを埋めるという発想ではなくて、おい

しいまち網走というブランドを出していこうとい

うことで、同じような事業ではあるのですけれど

も、本年度の事業からは旬祭りという方向を変え

まして、そういうようなことで取り組むというふ

うなことで改良していっています。 

 それで、この辺の事業は海明けのカニの春カニ

合戦なんていうのは、相当なインパクトのあるも

ので、ラジオなどにも出したりとか、誰に聞いて

も2,000円であのボリューム感のある、それで楽

しいものがあるということで、道外からのお客さ

まがそれを目的にというところのでいけばいいの

ですが、道内の移動といいますか、道内のお客様

は本当にそれを目的として来てくれている方が今

年度も非常にふえたというふうに考えておりま

す。 

 なので、やはりこれは継続的に続けていくこと

によって、その事業のブランド化にもつながり、

また流氷明けというブランド、それが網走につな

がっていくというブランドづくりにも効果を果た

していくのではないかというふうに思っています

ので、今後も積極的に取り組んでいきたいという

ふうに考えています。 

○金兵智則委員 わかりました。次の質問に移り

ます。 

 観光関係でいいのかどうなのかというところも

ありますけれども、流氷パタラの方々のお話なの

ですけれども、毎年、網走の観光ＰＲのために活

躍していただいており、特に今年度はその活躍が

めざましいというような評判になっているという

ふうに私自身伺っているところもあるのですけれ

ども、そこでちょっとお伺いしたいのですけれど

も、流氷パタラの方々というのは多分どこかにＰ

Ｒに伺ったりというところで旅費なり、交通費な

りお金がかかるところもあるのかなというふうに

思いますけれども、その活動のお金というはどこ

から出ているものなのでしょうか。 

○武田浩一観光課長 パタラの旅費等についてで

すけれども、観光協会なり観光課が主催する事業

で行ってもらう場合につきましては、そこの主催

者で負担をすると、例えば道外、道内の各地から

呼ばれたというようなときには、基本的には向こ

うの負担というようなことでさせていただいてい

るところでございます。 

○金兵智則委員 そのとき、例えば流氷パタラの

方々は市の所属というか、所属という言葉がいい

のかわからないのですけれども、観光協会所属と

かということではなくて、そのときどきの事業に

よって、網走市の事業であれば網走市が、観光協

会の事業であれば観光協会がというようなことだ

ということで理解をさせていただきたいというふ

うに思いますけれども、ことしのパタラ、皆さん

ですけれども、ＳＮＳなどを積極的に活用した

り、市民ライターなどとコラボしながらの活動も

顕著だと伺っているところでもありますけれど

も、せっかくこのような活動を行っているという

ような評価があるというのであればですけれど

も、例えば今現在、パタラというのは１年で４名

交代というようなことだったというように思いま

すけれども、例えば任期を１年ではなく２年とか

にして、半分、２名ずつ交代していくとなると、

そのパタラさんの中でも引き継ぎというのでしょ

うか、継続性というものが今後、出てくるのかな
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というふうに思いますけれども、そのような考え

方についてお伺いをしたいというふうらに思いま

す。 

○武田浩一観光課長 パタラについてでございま

すけれども、現在、農大生が２名、一般の働いて

いる方が２名ということになってございます。 

 現在４名おりますけれども、それぞれその仕事

なり、その学校ということがありまして、なかな

かいっぺんに集まれないこともあるというような

形もございますし、パタラの業務についてはそれ

ぞれの都合に合わせていくというようなこともご

ざいます。 

 また、その期間が２年というような形になった

場合に、その仕事の関係、大学の勉強の関係等含

めて、その辺がどうなのかなというのがございま

すけれども、今後その御意見も含めまして検討、

研究させていただきたいと思っております。 

○金兵智則委員 御答弁理解させていただきたい

というふうに思います。 

 最後に、流氷館特別会計についてお伺いしたい

というふうに思います。 

 流氷館特別会計については、２年連続で入館者

数と流氷館収入が共に前年を上回ったということ

でありまして、一定程度の努力の成果と東日本大

震災の影響が少し薄らいできたのかなというふう

に感じているところであります。 

 また、繰入金も減少しているというのは一つ評

価できるところなのかなというふうに思いますけ

れども、決算審査意見書の中にも会計の健全化と

いうのが一つの命題と、変化が必要だということ

が明記されているというふうに思います。 

 平成25年度はそこを一つの目標値として設定し

て事業を実施されたのか、そうでないとしたら目

標数値の設定があって、それをクリアするために

事業を進められたのだというふうに思いますけれ

ども、そのことについて確認するのと、あわせて

こうした数値設定があるのであれば、それに対す

る評価はどう捉えているのか、基本的な考え方に

ついてお伺いしたいと、このように思います。 

○武田浩一観光課長 流氷館特別会計についてで

すけれども、今、委員のお話にもありましたけれ

ども、営業努力等により入館者数、ＰＲも含めま

して努力により入館者数が伸びたという現実がご

ざいます。 

 また、それに伴いまして一般会計からの繰り入

れが減少したというようなことがございますの

で、来年新しい流氷館になりますけれども、今後

ともその営業、ＰＲも含めまして努力していきた

いと考えております。 

○金兵智則委員 営業努力をしていくというとこ

ろは理解をさせていただきます。 

 簡単にお伺いをしたいのが、黒字にするという

のが多分、最低限度の目標なのかなというふうに

思いますけれども、その一つとして繰入金も減少

させるためという言い方かどうかわからないので

すけれども、黒字というのが最低ラインの目標な

のかなというふうに思いますけれども、それでそ

の流氷館に入館者数をふやすような取り組みがさ

れているというふうに考えているのですけれど

も、それで間違いがなかったかどうかというのを

お伺いしたいというふうに思います。 

○武田浩一観光課長 流氷館につきましては、昔

から健全経営をずっと続けてきて積立金というも

のも積み立てていったという経緯がございます。

それがずっと過去から長く続いていたという原因

もございます。 

 また、その部分も含めて入館料で運営を賄って

いくというのを基本的に考えております。 

○金兵智則委員 入館料で賄っていくという考え

方であるので、一般会計からの繰入金をなくして

いこうというのが多分、目標になっていくのかな

というふうに思います。 

 それが目指すところだというふうに考えますけ

れども、新しくできる流氷館のほうも収支のバラ

ンスというのが最低限のラインだというふうに思

いますので、それを目標に進められていくという

のが理解をしている部分もあるのですけれども、

その観光振興計画では観光客を今後、延ばしてい

こうと言っている中で、多分、収支のバランスと

いう目標というのは最低限のラインなのだと思う

のです。 

 多分、この言い方が僕、正しいかどうかちょっ

とわからないのですけれども、最低限の目標とい

うのは僕もあってはいいと思うのですけれども、

あってしかるべきだというふうに思いますが、こ

れから観光客を延ばしていこうという中で、やは

り観光客を延ばすのであれば、流氷館のほうの入

り込みの人数はふやしていかなければいけないと

いうような目標を持っても、数値として持つかど

うかは別として、数値として持ったほうがいいの
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ではないかなというふうに思いますけれども、そ

ういう考え方はもちろんあってしかるべきだとい

うふうに考えますけれども、もう一度、御答弁い

ただいてもよろしいですか。 

○武田浩一観光課長 目標数値につきましては、

あくまでも流氷館の入り込みが下がっていいとい

うようなことは当然、ございませんし、あくまで

もＰＲなど、営業努力なりをしていきながら、基

本的には流氷館の入り込みをどんどんふやしてい

くというような形の基本的な考え方でございま

す。 

○金兵智則委員 とりあえず、その数字云々とい

うことではなくて、考え方はそういうことを思っ

ているのだよということはあるのですけれども、

やはりその数値目標があるからこそ、こういう報

道、ＰＲをしてというような考え方をどうしても

私どもとしては少し持ってしまうところもあるの

で、そこは考え方が埋まらないところでもあるの

かなというふうに思いますけれども、そういった

考え方も検討の材料の一つとしていただきたいな

ということを申し添えて質問を終わりたいという

ふうに思います。 

○平賀貴幸委員長 次、栗田委員。 

○栗田政男委員 詳細については所管委員会で十

分、議論しているので省きますけれども、３委員

のほうからサンゴ草の問題について御意見、質問

が出されていたと思います。 

 私は一昨年、この問題についてかなり厳しく市

のほうに要求した経緯がございますが、その結

果、非常にタイムリーにしっかりと予算づけをな

されて６割まで回復したということは、本当にす

ばらしい成果だというふうに評価をしたいと思い

ます。 

 あの当時、井上観光部長が英断をされて真剣に

あの問題について取り組んだ結果、今、部長が

おっしゃったようにいろいろな市としての財産、

宝物としてのサンゴ草の位置づけをしっかり確立

されたということは非常に評価できることです

し、責任の所在がどうのこうのという話がありま

したけれども、私はそこを求めても何の解決にも

ならないでしょうし、誰しもがよかれと思って

やった結果もあっただろうと、経過の中でも十

分、理解していますけれども、今後、よりよい網

走のきちんとした宝物の観光資源としてより発展

させるための一つの一助になったということで高

く評価しているのです。これは観光部発足以来の

本当のいい成果だったというふうに考えていま

す。 

 そこで、観光部、部として独立してこれから

しっかりとやられる、それがある面で大型事業の

流氷館であるのかもしれませんが、私はやはり湖

畔園地の活用がきっちりできない限り、ちゃんと

した評価ができないだろうというふうに考えてい

ます。 

 あそこをきちんとしたビジョン、絵を描けない

限りはなかなか観光資源としての活用方法、ある

面でそれが来年度に予定されるマラソンなのかも

しれませんが、マラソンは一つのきっかけになる

かもしれませんけれども、ビジョンとしての中核

にはなり得ないだろうと、ああいう観光部が所管

する園地ですから、やはり観光目的に合ったもの

をもうそろそろきちんとした絵を描かないと、誰

もその議論に参加もできない、民間もいろいろな

部分ですごく躊躇します。その辺をやはり市長も

含めての話になると思いますけれども、部として

しっかりとした例をとるならばセンターハウス等

をしっかりもう決めて、ある程度のインフラ整備

をしていかないと、いつまでたっても畑つくりな

がら、マラソンをやっても仮設のトイレがずらっ

と並んで、仮設のテントがずらっと並ぶような姿

があの活用になるのかというと、そんなことには

ならないだろうと。 

 その辺のこれからの方向性をもうそろそろきち

んと見せてほしいなと。民間はそれを非常に気に

しています。絵も皆さんそれぞれに描かれている

方がいらっしゃいます。その辺も十分、すり合わ

せながら方向性を決めていく時期だなというふう

に私は考えるのですが、その所管についてお伺い

をしたいと思います。 

○武田浩一観光課長 これまで大曲湖畔園地につ

いては、試行錯誤と言っていいのかですけれど

も、取り組みをいろいろ進めてきたところでござ

います。 

 そんな中で、今、委員のほうから本格的な施設

整備というようなお話だと思いますけれども、そ

の本格的な施設整備を行って運営を進めるに当た

りましては、その施設全体のマネジメントをどの

ようにするかというような主体、どのような主体

が担うのかということが大きな課題と考えている

ところでございます。 
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 それで、収益性とともに行政負担の大きさも考

慮した中で、持続可能な管理運営のあり方につい

て慎重に検討していかなければならないと考えて

いるところでございます。 

 そのような中で現在、内閣府の支援によります

地域振興を促す交流施設等の複合的整備運営事業

に関する調査検討事業ということによりまして、

民間活力を利用した運営の可能性について検討し

ているところでございます。 

○栗田政男委員 検討の時期はもうとっくに過ぎ

ているような気がするのです。もう具体的な計画

に入っている段階に来ていますし、いつまでも検

討しながら、模索をしながら、それがずっとここ

近年続いているわけです。 

 だから、きちんとしたものを核として、もうつ

くる時期に来ているという意味ではもっと実行計

画的なものが出てきてもいい時期が来ているのだ

というふうに感じるのです。 

 だから検討も大事でしょうし、いろいろな時期

もあるでしょうし、いろいろな国のメニューもご

ざいますから、そういうのを活用しないとなかな

か大型事業というのはできないというのは当然、

考えられるわけですけれども、そういうふうに考

えたときでも、この近年、二、三年は一つのちょ

うどいい適時になるのではないかと私は考えるの

で、いろいろな部分で、それも考えてやって、

しっかりとしたものを見せてほしいということを

要望いたしまして、お願いをしたいと思います。 

○平賀貴幸委員長 次、立崎委員。 

○立崎聡一委員 それでは、私のほうから成果報

告書の64ページ、一番上の安全・安心な農作物生

産事業補助金について、やっている中身はわかる

のですけれども、改めてちょっと説明を求めたい

と思います。 

○川合正人農政課長 安全・安心な農作物生産事

業の事業内容でございますけれども、こちらのほ

うはオホーツク網走農協が実施しております土壌

分析に伴う支援、またもう一つが生産、青果生産

団体が行っております野菜の残留農薬の分析にか

かる経費の一部を助成するという二つのメニュー

となっております。 

○立崎聡一委員 ありがとうございます。 

 おいしい網走という話が先ほどからいろいろな

ところで飛び交っているかなというふうに思いま

す。 

 残留農薬の関係なのですけれども、おいしい、

しかも安全だという意味合いからすると、この事

業もきちんと継続的に続けていってほしいなとい

うふうなというふうに思います。 

 残留農薬の関係、一度出ますと風評被害で網走

の出た作物だけでなくて、網走のおいしい安全な

食材、それからおいしい網走ということ自体、根

底から覆されるようなことにもなりかねませんの

で、その辺はしっかりと取り組んでいただきたい

と思います。 

 それから、次のページのあばしり和牛づくりの

関係なのですけれども、一度、一般質問でもお聞

きしました。 

 それで、粛々と進めているのだろうなというふ

うには思いますけれども、実際、数的なもの、数

量的なもの、数的なものという言い方をしたら変

なのですけれども、ふえているのか減っているの

かちょっとお聞きしたいと思います。 

○川合正人農政課長 あばしり和牛産地基盤づく

りの推進事業でございますけれども、こちらのほ

うが繁殖雌牛が高齢化しているということで、そ

の更新をしていくということで事業のほうを立ち

上げてございます。 

 その更新をするに当たっての助成ということな

ので、繁殖雌牛を更新するということで、その頭

数についてはなかなか変わっていないというとこ

ろでございますが、繁殖雌牛が高齢化するという

ことですので、出産の頭数が少なくなったという

ことがございますから、新しい繁殖雌牛を導入す

るということで、出産の率が上がってきていると

いうふうに考えてございます。 

○立崎聡一委員 ことしの夏祭りのときにもＰＲ

活動をしていましたあばしり和牛、大変、おいし

いものだと思いますし、いろいろな意味でやはり

網走をＰＲするものの素材の一つになると思いま

すので、これも継続していっていただきたいなと

いうふうに思います。 

 その下段になります市営岬牧場の関係なのです

けれども、これは牛を飼う牧場の整備の事業なの

ですけれども、イコール和牛をふやすですとか、

それから網走の酪農の観点からいきますとかなり

重要なウエートを占めているというふうに考えて

おります。 

 今後も引き続き行っていくと思うのですけれど

も、いろいろ気象条件や何かの絡みで草が枯れた
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りとかという心配があると思います。 

 その辺は十分、わかっているとは思うのですけ

れども、今後、そういう異常気象や何かにも対応

できるような形は一応、想定はされていると思う

のですけれども、どのように考えているかお聞か

せ願いたいと思います。 

○川合正人農政課長 網走の市営岬牧場の件でご

ざいますけれども、こちらのほうが草地更新をし

まして、全面的に草地更新をしたのが平成13年度

だったと思うのですが、かなりたっているという

こともございまして、今後、草地簡易更新という

のを視野に入れていきたいというふうに考えてお

りますし、最近の異常気象等で豪雨があるという

ことで、施設等の改良は年度で計画をしながら修

正、整備をしていっているところでございます。 

○立崎聡一委員 先ほどの和牛ではないですけれ

ども、やはり高齢と、母体が高齢化していく、草

も同じなのですけれども、年を取ってくるとやは

りいいものは取れなくなって、それをえさとして

いる家畜もやはりいいものをつくるためには、や

はり少し難しいのかなというふうに、やはり５

年、10年先を考えながら、計画的にやっていかな

いといいものはとれないし、続かないなと思いま

すので、これも引き続きお願いしたいなというふ

うに思います。 

 それから、その次のページのボーリング事業の

関係なのですけれども、これあしたの下水道会計

とは違うので、少しお聞きしたいのですけれど

も、平成25年度は私も余り記憶してはいないので

すが、平成26年に相当、井戸水がだめになったと

ころがありまして、ボーリングしたいのですけれ

ども補助を受けられないのかという相談を何件か

受けました、正直なところ。 

 これ、計画性を持っていないと受けられない事

業なのですか。 

○川合正人農政課長 この予算編成をするに当た

りまして、まず農協に照会をかけまして、住宅の

新築とか営農用水で必要な方がいないかというこ

とで、事前に聞いて、それを予算に反映させてお

りますので、そういうところで計画的には予算の

ほうはつけてやっております。 

○立崎聡一委員 わかりました。 

 私も説明するときにちょっと苦し紛れにいろい

ろ考えながらやったのですけれども、計画的に

やっているということなので、それがきちんとわ

かればそのように対応していきたいなというふう

に思います。 

 飲み水、やはり大変なことだと思います。きょ

うの後半戦に水道会計あるのですけれども、それ

とは同じことにはならないと思うのですけれど

も、ボーリング事業はすごく重要なことなので、

業者もまた網走にはおりません。それで、いろい

ろな面でちょっと大変なところもあるので、その

変は改めてまた相談させていただきながら取り進

めていきたいなというふうに思います。 

 それから、その次に、前のページに戻りまして

小麦の集出荷施設の建設事業、これは建物できま

したのですごいなというふうに理解はさせていた

だきます。 

 今後、この建物の指定管理者制度を引いており

ますので、使用、使い方という言い方も変なので

すけれども、事業拡大というか、そういうことと

いうのはどのように捉まえているのかちょっとお

聞きしたいなと思います。 

○川合正人農政課長 網走港に建設しました小麦

集出荷施設でございますが、こちらのほうは委員

おっしゃるとおり北見の農協連に指定管理者制度

ということで、平成45年３月までの指定管理者制

度ということになっております。 

 こちらのほうは１万8,000トンの麦を収容でき

るということで、今、平成25年までは８万ぐらい

の出荷だったのですが、将来的には12万トン目指

して行くという考えで計画をしております。 

 農業振興計画にもございますけれども、網走市

でこういう大きい拠点をつくったということもご

ざいますので、これをきっかけにしまして網走の

オホーツク地方というものも製品の付加価値を高

めていきたいというところのシンボリックな存在

としていきたいというふうに考えております。 

○立崎聡一委員 わかりました。 

 コスト削減、それから品質のいいものを１カ所

集中で集めてもらって、出荷するという、そうい

ういろいろなこと、それから経済効果も当然ある

と思うのです。当市に集めてくるということで、

いろいろな意味での経済効果もあると思います。 

 いろいろな方法で、いろいろなことが考えられ

ると思います。 

 それで、今後、できてしまったからいいのだで

はなくて、活用方法を当然、指定管理者のほうで

も考えてはいるでしょうし、使う団体のほうも考
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えてはいるでしょうけれども、一緒になって、や

はりオホーツクブランドというのも今度、確立し

ていかなければならないと思うのです。当市だけ

でどうのこうのという話にはならないと思うの

で、それは農政ばかりの話ではなくて観光も含め

た、やはりオホーツク圏全体で考えるべきことだ

と思いますので、その辺は一つよろしくお願いし

たいなというふうに思います。 

○平賀貴幸委員長 ここで昼食のため、暫時休憩

いたします。 

 再開は、午後１時といたします。 

午後０時00分 休憩 

午後１時00分 再開 

○平賀貴幸委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行いたします。 

○立崎聡一委員 それでは、もう１点、農業関係

で聞きたいと思います。 

 成果報告書の68ページ、上段の鳥獣害防止対策

事業についてお聞きしたいと思います。 

 ずっとシカの被害ですとかが言われておりま

す。平成25年度以前からも、それから当然、以降

も引き続きやっているというふうには思います。

平成26年度もまた新しいことを取り組んでいると

ころではございます。 

 平成25年度の被害額は6,200万円、面積で154ヘ

クタールあったというふうに覚えております。実

際、平成25年度でどのくらいシカをまず捕獲され

たのか、その実績をお聞きしたいと思います。 

○川合正人農政課長 エゾシカの捕獲頭数でござ

いますが、平成25年度は全体で332頭の捕獲をし

てございまして、銃による捕獲がそのうち321

頭、11頭がくくりわなでの捕獲となっておりま

す。 

○立崎聡一委員 くくりわなというのも大分普及

されてきたのかなというふうに思います。被害の

金額も大きいですし、やはり頭数も自然増という

わけではないと思いますけれども、ふえてきてい

るというのも実態にあるかと思います。 

 被害拡大をなるべく抑えるべく、引き続き取り

組んでいっていただければなというふうに思いま

す。 

 あと、課が違うので何とも言えないのですけれ

ども、とった後のこともやはり考えていただきた

いなというふうに思います。 

 では次の質問に移りたいと思います。 

 成果報告書の62ページ、中段にあります生活交

通路路線維持対策事業についてお聞きしたいと思

います。 

 この事業では、対象路線が６路線となっており

ます。一応、これは助成したということで理解し

てよろしかったでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 平成25年度においては助

成しております。 

○立崎聡一委員 それで、各路線の利用者の状況

等をお聞きしたいと思います。  

○田口徹商工労働課長 各路線における乗客数に

ついては把握しておりませんが、いずれにしまし

ても乗客数が多い状況ではなく、一定の補助が出

るまでの格上げの部分というのがあるのですけれ

ども、その部分までも合わせて助成をしているよ

うな状況となっております。 

○立崎聡一委員 利用状況はかなり厳しいのかな

というふうには思います。 

 しかし、生活路線ということもありまして、や

はり必要なものだろうなというふうには考えてお

ります。 

 これを執行部のほうに聞くのもおかしな話なの

ですけれども、企業努力とか方針というのです

か、その辺はどのように押さえているかという

か、どのようにやっているかというのをちょっと

お聞きしたいのですけれども。 

○田口徹商工労働課長 バス会社のほうでは通

学、それから買い物、それから病院等への移動に

ついては公共路線を使うよう取り組みを進めてい

るというふうには思います。 

○立崎聡一委員 当然だと思います。地域の足に

なるかと思います。 

 特に高齢者の方、それから今、通学というお話

が出ました、学生の方は特にそうかというふうに

思います。 

 近年、自動車というのは、自家用車が発達して

いて、皆さんマイカーで移動されるというのも多

いかなというふうに思いますが、高齢者の声など

でいきますと、やはりまだ自分が運転できるうち

はいいのですけれども、運転できなくなった場

合、息子、あるいは誰かに頼むということがやは

りなかなかできないということもありまして、何

とか引き続き使えるような形をとってもらいたい

という声もありますし、それから学生は特に朝、
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それから登下校の通学の足に使っていると思いま

す。 

 それから、学生で言えば小清水高校の募集停止

が決定されております。今後、小清水町から網走

市内の高校へも通ってくるお子さんたちがかなり

の数いると思います。 

 当然、ＰＴＡの中で話をしたときには、斜里高

校、清里高校にも行く方もいらっしゃるという話

はしていましたけれども、基本的には網走の２校

に行くのが７割以上いるのではないかというお話

をされていました。実際、使っている方のお話も

聞いてみましたところ、登校時はＪＲを使うとい

う場合もあるのですけれども、下校のときに部活

動をしていると、ちょうどその時間帯がよくてそ

れを利用するのが多いのですという声が半分ぐら

いの方がいらっしゃいました。 

 この事業は、なかなか大変な事業だとは思いま

す。ですが、やはり今後、ここ10年先、20年先に

ここの地域を担う子どもたちもしっかりと利用し

ているということを考えれば、やはり値のある、

有効に使える事業の一つかなというふうに思いま

すので、引き続きしっかりとした対応をとってい

ただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 公共交通の関係になるか

と思いますが、現在はマイカーが主流の時代と

なっておりますが、もう既に少子高齢社会に入っ

ているわけですけれども、今後さらにそれが進も

うと考えられ、公共交通についてはマイカーを使

えない人たちの非常に大切な足になるというふう

に考えております。 

 ですから、特に小清水などはＪＲも通っていな

いような状況もありますし、公共交通の維持確保

については全力を挙げて取り組んでいきたいと思

いますし、新たな要望等につきましても聞いてい

きたいなというふうには思っております。 

○立崎聡一委員 今後も取り組んでいかれるとい

うことで、胸をなでおろすところでありますけれ

ども、やはり少子高齢化というのは重たいものだ

なというふうに考えます。 

 全てのことで全部かかわってくると思いますの

で、しっかりと対応していただきたいなというふ

うに思いまして、私の質問を終わりたいと思いま

す。 

○平賀貴幸委員長 次、近藤委員。 

○近藤憲治委員 それでは、私のほうから観光部

所管の事業に関して３点ほど、お伺いしたいとい

うふうに思います。 

 まず、１点目が成果報告書の72ページの真ん中

に記載されております台湾観光客誘致事業負担金

でございます。 

 この事業につきましては、二つの意味でとても

意義深い事業だったなというふうに私自身は受け

とめておりまして、まず一つは網走にもっとも多

く訪れてくれている外国人観光客であります台湾

にターゲットを当てたこと、もう一つはただプロ

モーションするだけではなくて、サイクリングの

ユーザーというところにテーマ性を持ってプロ

モーションをかけていった部分、さらにはそこで

帯広市とも連携をしたという部分で、非常に意義

深かったなというふうに受けとめているわけなの

ですけれども、原課としてはこの事業そのものに

ついてどのように評価をしているのかということ

と、あとは予算現額が150万円で盛り込まれてい

る、約150万円なのですけれども、決算額が80万

円程度で済んでいるということで安く上がった分

には結構なのかなと思うのですけれども、この乖

離がどう生じていたのかというのをお示しいただ

きたいと思います。 

○武田浩一観光課長 台湾観光客誘致事業負担金

の関係でございますけれども、これにつきまして

は先ほど委員からお話があったとおり、東北海道

国際観光ルート整備協議会という事業で、帯広

市、音更町などと連携をとりながらやっている事

業でございます。 

 これにつきましては、台湾へのプロモーショ

ン、あとはモニターツアーの誘致ということ、あ

とはインセンティブ、招聘というような形で台湾

をターゲットにやってきたところでございます。 

 成果といたしましては、今年度、平成26年度に

なるのですけれども、台湾のサイクリングリスト

が実際、オホーツクサイクリングに参加していた

だいたという経過がございます。 

 また、決算の乖離につきましては、この事業に

つきましては地域づくり総合交付金というのを活

用できましたので、その点で減額になったという

ことでございます。 

○近藤憲治委員 成果と予算決算の乖離について

は了解をいたしました。 

 あともう一つの意義の部分で、十勝、帯広と連

携をしてこういった事業に取り組んでいったとい
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う部分も非常に意味があったのかなというふうに

思っています。 

 道外や海外から北海道を訪れる方の目から見れ

ば、十勝圏であれ、オホーツク圏であれ、釧路圏

であれ同じ北海道なわけで、やはりお客さんとし

てはその圏域関係なく動くわけなのです。そうい

うお客様の動きから考えれば、こういった十勝と

オホーツクで連携をするという取り組みは大変、

意味のある取り組みですし、これは十勝とオホー

ツクで終わらせるのではなくて、オホーツクと釧

路、オホーツクと根室でありますとか、あとは

今、旭川は美瑛を経由して富良野、十勝へとガー

デン街道というのがあるのですけれども、この

ガーデン街道を上川からオホーツク方面に広げよ

うという動きもあるというふうに聞いております

ので、上川との連携というものも可能性としては

あるのかなというふうに思います。 

 そういった点で、広域連携をやっていくための

一つのモデルとしてもこの事業、多いに意味が

あったかなというふうに思いますが、その広域連

携の部分で今後の方向感は今、どのようにお考え

なのかというのを伺いたいと思います。 

○武田浩一観光課長 広域連携の関係でございま

すけれども、この東北海道観光ルート整備協議会

のほか、いわゆる東観協と私たちは言っているの

ですけれども、東北海道観光事業開発協議会、

チャーター便誘致協議会の広域の協議会をつくっ

て、そこで誘致をしているところでございます。 

 インバウンドの観光客の皆さんが来られた場合

に、１日だけそこでやるということではなくて、

いわゆる道東のところで周遊をして、３泊、４泊

というような形でまわっていただくというのが大

変、重要なことであるという認識をしております

ので、今後とも広域の協議会等の連携をとりなが

ら進めていきたいと考えているところでございま

す。 

○近藤憲治委員 具体的な取り組みについては今

後、さまざまな施策の展開を見ながらまた議論を

させていただきたいと思います。 

 続きまして、天都山周辺花園管理育成事業で、

これはいわゆるはな・てんとだと思います。成果

報告書70ページの上段の部分なのですけれども、

このはな・てんとも、こちらのポスターにもなっ

ているように、非常に観光客からしても定着をし

てきた感があって、市民総出でボランティアで花

園整備をすることによって、手づくりの観光地を

つくっていこうということで、旅行雑誌等含めて

各種媒体でも積極的に取り上げられるなど、かな

り網走の観光名所の一つとして定着をしてきた、

そしてまたそういった取り組みの仕組み自体が行

政関係者であったり、観光関係者からも評価をさ

れて視察に来るという例もたくさんあるというふ

うに伺っています。 

 そういった点では、これまでの積み重ね、実績

というのは高く評価しているところでありますけ

れども、その原課としてはこのはな・てんとの管

理育成事業、そのものについて平成25年度の取り

組みを含めてどういった形で評価、認識している

のかということをまずお伺いいたします。 

○武田浩一観光課長 今、委員からのお話にもご

ざいましたけれども、平成15年度からアダプトプ

ログラムを導入いたしまして、市民のボランティ

ア、企業、団体含めまして、いろいろな方々に里

親制度を利用していただいて、整備をしてきてい

るのですけれども、その中でテレビの取材に取り

上げられるなど、そういうところから認知度が広

がっていたということで認識しております。 

 昨年度につきましても、42団体、737名の多く

の方々に参加をしてもらって、苗植えから草取

り、最後の管理までしていただいているところで

はございますけれども、そのような中でやはりボ

ランティアさんの負担というのは結構、大きく

なっているというのはあるかと思いますけれど

も、その中でも皆さん運営協議会というのをつ

くっているのですけれども、その中でいろいろな

意見を出していただきながら、よりよいものにし

ていっていただいているという現実がございま

す。 

○近藤憲治委員 今、御答弁の中でも少し触れら

れていましたけれども、このはな・てんとの整備

事業そのもの、みそというのは市民がボランティ

アで行っているというところが一つあるのだとい

うふうに思います。 

 ただ、一方で網走市も他聞に漏れず高齢化も進

んでいまして、ボランティアといってもなかなか

集まりにくかったり、実際、ボランティアを担っ

ていらっしゃる方々がもう大変だなと、本音の

ベースで思い始めているということもあります。 

 私自身も幾つかの団体にかかわってはな・てん

との苗植えだったり、草むしりに行くと、結構、
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大変なのですね。ゲレンデですので、斜面に足を

踏ん張ってさまざまな作業をします。そういった

点では、やはりなかなか大変なのだなというのを

私自身も感じているところではありますけれど

も、ボランティアの皆さんがこれまでたくさん努

力を重ねて積み上げられてこられた観光地ではあ

りますが、今後、ここまで定着した観光地をきち

んと維持して回していくために、今の仕組みが最

も適切なのかどうかというものを、やはり少し冷

静になって考えてみる必要もあるのかなというふ

うに考えています。 

 ボランティアさんの負担という部分が一つと、

あともう一つは観光部の職員がほぼ１人張りつき

になってしまうと、水まきから、草刈りから含め

て、一人工ほぼ丸々使って管理しなければならな

い状況というのも見ていながら、観光部にはその

企画立案、戦略を練るところをしっかりやってほ

しいなという半面、やはりこうやって現場にも出

ないといけないのかなという複雑な思いで見てい

るのですけれども、やはりそのはな・てんとの今

後の運営のあり方については少し、すぐ変えると

いうわけにはならないと思うのですけれども、こ

の高齢化時代に適した運営の仕方というものを考

えてみていただく必要があるのではないかなとい

うふうに思っているのですけれども、いかがで

しょうか。 

○武田浩一観光課長 今のお話のありましたとお

り、高齢化が進んでおりますし、最初から参加し

ている団体の人たちは同じ人たちでやっていただ

いているというのもございますので、年齢もいっ

ているという部分は確かにございます。 

 そのようなことも考慮いたしまして、今後、運

営、あり方に関しては研究、検討させていただき

たいと思います。 

○近藤憲治委員 これも長い目で当然、ボラン

ティアにかかわっていただいている皆さんはまち

の観光を盛り上げるという思いでかかわっていた

だいているわけですから、その思いを大切にしな

がら持続可能な方法を一緒に模索をしていきたい

なというふうに思います。 

 最後に、大曲湖畔園地の整備事業についてであ

ります。 

 先ほど栗田委員からもお話がありましたが、大

曲湖畔園地の継続的な課題といいますか、毎回、

毎回、さまざまな議論になるのはいろいろやるべ

きことであったりとか、ビジョンをつくっても結

局、それを誰がやるのかという課題が一向に解決

されていかないというのが最大の懸案であると思

います。 

 一方で、一応、市の管理している施設ですの

で、市としてもある程度の予算を毎年投入してき

ているということであります。 

 行革の最中で、お金を好き勝手になかなか使え

ない状況の中でも、これぐらいのバランスならと

いうかなりの厳しい判断の中で大曲湖畔園地に対

しては答申がなされてきているのかなというふう

に思いますけれども、この平成25年度のさまざま

な取り組み含めて、今、私が申し述べた結局、誰

がここを取りまとめて運営していくべきなのかと

いうところに対しては何らかの方向性というのは

おぼろげながらでもいいので見えてきているので

しょうか。 

○田口桂観光部長 大曲湖畔園地の関係でござい

ますが、平成25年度の先ほど課長のほうから説明

いたしましたが、いろいろな市民の方にかかわっ

ていただきながら、少しずつ整備は進めていると

ころでございます。 

 全体的な話としましては、市が直営でやってい

るというコーディネートの仕方をずっとやってき

ているわけですけれども、そこで今、委員おっ

しゃられたとおりに広大な面積であって、可能性

はたくさんあるという施設、素材がある中で、逆

に言うとそれだけに運営に対する費用、それから

整備に対する費用というのもかなり大きな額にな

るのではないかというふうに考えております。 

 整備の方法については、一定の整備計画という

のをつくったわけでございますけれども、それを

今、委員おっしゃられましたように誰がやってい

くのだと、市が直営でやっていくという方法もあ

るでしょうし、また、あれだけの広大な敷地の中

でやっていく部分では、やはりここは民間の活力

を活用するということが現実的にも必要ではない

かということを考えております。 

 一方で、その費用、イニシャルに対する整備コ

ストについては一定の整備のコストというのは算

定できるわけですけれども、それを持続可能な事

業計画、要するに幾ら費用をかけて、ランニング

コストをかけてやっていくのかというのは当然、

コンテンツとの入り繰りになると思うのですが、

それについても例えば運営費用が例えば２億円か
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かったとすると、では反対側の収益はどこからそ

の２億円を、その費用をどこから調達するのだ

と、入園者の受益者の利用料だけで２億円売れる

のだろうかというようなことも考えていかなけれ

ば行政負担がかなり大きな額になってしまうとい

うことも考えられるということで、少しそこは慎

重にやらないと物が大きいだけに先行きをきっち

り見据えなければいけないなということで、先ほ

ども課長のほうから説明いたしましたが、現在、

内閣府の支援事業の募集がありましたので、それ

にこの大曲湖畔園地を民間活力を活用するのであ

れば、どういう事業の可能性があるのだろうとい

うことを事業計画の面から検討するというような

支援を受けることで今、進めております。 

 なので、それを見据えた上で、やはり全体のビ

ジョンを１回立てて、それに費用もくっつけなが

ら現実的な事業計画が成り立つのか、そのときに

行政負担がどれぐらいになるのだろうかというこ

とも１回、目指す姿で１回確立して、それで年次

計画での整備をしていくというようなフレームに

していきたいなというふうに思っておりますの

で、今、内閣府の支援事業の結果待ちということ

を考えております。 

○近藤憲治委員 今、いろいろと御答弁をいただ

きましたけれども、やはり施設を活性化していく

という視点と、そこにかかる行政コストとのバラ

ンスの兼ね合いと、さらにその誰がやるのかとい

う主体の問題というのは、一朝一夕どうこういう

話ではないと思いますので、今、御答弁の中にも

ありました内閣府の官民連携事業を含めて今後の

推移を見守らせていただきたいというふうに思い

ます。 

 以上であります。 

○平賀貴幸委員長 以上で、認定第１号中、経済

部、観光部、農業委員会の所管に関する細部質疑

を終了いたします。 

 理事者入れかえのため暫時休憩いたします。 

午後１時24分 休憩 

午後１時27分 再開 

○平賀貴幸委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 認定第１号中、水産港湾部の所管に関する細部

質疑に入ります。 

○金兵智則委員 最初に、みなと観光交流セン

ター関係のことを伺います。 

 会社としては別になっていますけれども、資本

関係のある会社で、ほぼ全館を寡占されている状

況が生じております。 

 網走市の観光や経済のことを考えると、こうし

た状況もある意味、やむを得ないという声がある

一方で、さきの行政財産を一つの資本が独占的に

使用する状況は果たしていいのかというような声

もあります。 

 昨年度の議論の中では、申し出があれば店舗展

開をしているほうのフロアは行政財産の使用許可

という形で使用許可を出していて、基本的には１

年更新ということで自治法の趣旨に従って単年度

で許可を出すという形にしているという答弁が

あったかと思います。 

 さらに、ほかからの希望があれば再公募も考え

ることもあり得るというようなニュアンスで答弁

された経緯がありますけれども、まず、その考え

でよかったのかどうか確認をさせていただきたい

というふうに思います。 

○脇本美三港湾課長 ただいま御質問あった、そ

のみなと観光交流センター、道の駅のことでござ

いますが、たしか昨年のこの委員会でも御質問が

あったというふうに認識をしております。 

 それで、みなと観光交流センターそのものの使

用許可に関しては、今、金兵委員おっしゃいまし

たように行政財産の使用許可ということで許可を

しておりまして、毎年度、申請をいただいて許可

をしているという状況になってございます。 

 それで、基本的には現在、使用している業者が

何らかの事情で撤退をしたいですとか、そういう

ことがあれば、そこを改めてまたどなたかお願い

する方がいないかというようなことはあろうかと

思いますが、現在のところ既得権と言えばちょっ

と言い過ぎかもしれませんが、継続して利用して

いる状況にありまして、今、この状況で例えば

今、入っている各社の皆さんに、例えば御協力を

願って、ある程度のスペースを確保した上で、別

の事業者さんが入るようなことがもしできれば、

それはそれで結構かと思うのですが、現状ではそ

ういう状況にないということでございます。 

○金兵智則委員 今のところそういう声が上がっ

ていないというようなことで、そういう声が上が

ればいろいろな方法もあるのではないかというよ

うな答弁だったというふうに思いますけれども、

地方自治法では行政財産はその用途、または目的
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を妨げない限度において、その使用を許可するこ

とができるとされておりますので、それが根拠に

なっているのかなというふうに思います。 

 現在は、契約した当初の決めた金額でフロアー

を貸しているのだというふうに思いますけれど

も、その金額は年額で幾らになるのでしょうか、

またじゃらんで道の駅評判第１位というようなこ

ともあって、売り上げも当然、上がっているのか

なというふうに思いますけれども、どのような売

り上げ推移になっているのか、もし把握されてい

ればお願いをします。 

○脇本美三港湾課長 みなと観光交流センターの

使用料収入でございますが、現在、１平方メート

ル当たり456円ということで条例に定めておりま

して、年額で760万円ほどの収入となっておりま

す。 

 売り上げについてでございますが、それぞの事

業者の皆さんの売り上げについては、港湾課とし

ては掌握してございません。 

○金兵智則委員 売り上げは把握されていないの

かなというふうには思ってはいたのですれども、

その辺の把握ができるかどうかというところもあ

りますけれども、その辺がわかれば現在の賃借料

が適切かどうかということが精査されるのも可能

なのではないかなという考えもあるのですけれど

も、ほかからの指摘がないような一定程度の期間

で賃借料について見直しを行っていくということ

も、この種の施設では必要だというふうに考える

のですけれども、今、現状、系列会社で運営する

ことになっていって、スケールメリットによる経

費の削減も努力されているのではないかなという

ふうに考えます。 

 このようなことを勘案して、今、適切な料金を

計算して徴収するというのが行政としても考えて

いってもいいのではないかなというふうに思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

○脇本美三港湾課長 テナントさんの売り上げ等

に応じた使用料の設定ということなのかなという

ふうにお聞きをしましたけれども、なかなかやは

りそういうテナントさんの売り上げに応じて使用

料を設定するというのは行政財産の使用許可とい

う観点からしても、ちょっとなじまないのかなと

いうふうには考えております。 

○金兵智則委員 自動販売機の設置というのを例

えばの話でさせていただきますけれども、私の考

えるところですけれども、地方自治法の趣旨に

従って言えば、市役所の庁舎内とかエコセンな

ど、各種行財政財産内、あるいは敷地内にある自

動販売機などは行政財産の持つその用途を妨げな

い限度であるから許可されているのかなというふ

うに考えます。 

 道の駅、みなと観光交流センターも行政財産で

すから、こうしたものについては一つのルールに

基づいて設置されることが必要だというふうに思

いますけれども、この道の駅の施設の場合、これ

はもうほかの行政財産と同じルールで設置されて

いるのか、または違うのかお伺いしたいというふ

うに思います。 

○脇本美三港湾課長 そういったルールというの

はそれぞれの財産ごとに設定がされているという

ふうに認識をしていますので、例えば他の行政財

産、市の庁舎だったり、そういうものと全く同じ

ルールだというふうには認識はしておりません。 

○金兵智則委員 それぞれの施設において、サイ

ドルールというのでしょうか、ローカルルールと

いうのかわからないですけれども、それぞれがあ

るのではないかということなのかなというふうに

思いますけれども、私としてみてこういう施設の

運営形態については適時、見直しが必要なのでは

ないかなという、現在、さまざまな状況を精査し

て、変更すべき点は変更していくということも考

えていってほしいなということを申し添えて、次

の質問に移りたいというふうに思います。 

 次、網走港特別会計ですけれども、平成24年

度、前年度と比較して平成25年度は土地の売却な

どについてどのように取り組まれ、どのような成

果があったのか、まずお伺いしたいというふうに

思います。 

○脇本美三港湾課長 用地の売却に関する努力で

ございますが、平成24年度から価格の見直しを

行って、売却基準の改定も行いながら１万1,000

平米を超える土地については最大３割、30％の割

引というような制度も創設をして、今日に至って

いるわけですが、漁業者を中心に近年、少しずつ

ではありますけれども売却が進んでおります。 

 大きな面積の用地も残っておりますけれども、

貯炭場として貸し付けている部分もありますが、

さまざまな企業といいますか、業種といいます

か、あるいはその港湾間の連携含めて、多彩なア

ンテナを持っていろいろな情報に耳を傾けて、少
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しでも可能性のある話があればこちらから出向い

て、ポートセールスをしながらお願いをして歩く

というようなことが必要かなと思っていますが、

現段階では具体的な大きな用地売却につながるよ

うな具体的なお話は現在のところございません。 

 ただ、漁業者さんからは新港地区の船だまりの

近辺の土地についていろいろ御相談は受けており

ます。 

○金兵智則委員 情報収集、価格の対応、それか

らセールスというのを行っていますけれども、ま

だ結果としては出ていないけれどもそういう努力

はされていますよということなのだというふうに

理解しますけれども、この事業は基本的に売却を

促進して、早期の赤字解消を目指すということだ

というふうに思っております。 

 これについても、担当課として目標を設定して

事業の遂行に当たるというのがやはり基本になく

てはならないのかなというふうに考えますけれど

も、大まかに目安というふうに言ったほうがいい

のでしょうか、いつごろまでにこうなってほしい

とか、こうしたいというものがあればお伺いした

いというふうに思います。 

○脇本美三港湾課長 網走港整備特別会計の決算

状況で言いますと、今年度はおおよそ14億1,600

万円の赤字ということで、単年度では7,700万円

ほどの黒字という決算になっております。 

 先ほどもお話ししましたとおり、大規模な用地

の売却という点でいうと、具体的に進んでいるお

話というのは今のところ残念ながらありません。 

 ただ、先ほど申しましたように業者の方とのい

ろいろな情報交換等含めて、ことしも既に一部、

売却が進んでいる事例もございます。 

 それでは、いつまでに、どのように赤字を解消

するのかという目標設定ということではあります

が、これは具体的に何年度までにというふうに定

めたものは持ち合わせておりません。 

 逆に、そういった努力を積み重ねながら、可能

な限り早いうちに解消できるような努力を今後も

港湾管理者としてしていく必要があるというふう

には認識しております。 

○金兵智則委員 何年までにというのは、さすが

に難しいのかなというふうには思ってはおりまし

たけれども、もしあればということでお伺いさせ

ていただきました。 

 そこで、基本的な確認なのですけれども、現在

の赤字に対しては土地が全て売却されれば問題は

解消されるという理解だったのですけれども、間

違いなかったでしょうか。 

○脇本美三港湾課長 現在、売却の済んでいない

未売却の土地が12万3,310平方メートルほどござ

います。これは４月１日現在ということでござい

ますが、これが全て１平米当たり１万8,900円で

すが、これが全て30％割引の金額で、全てを３割

引で売却した場合に、16億3,100万円ほどになり

ます。赤字の額が現在14億6,000万円ほどですか

ら、そこはクリアしているというふうに認識して

います。 

○金兵智則委員 全て売れれば赤字は解消される

ということでありますので、売却が進まないと金

利負担を含めて必要のない財政支出が生じること

というふうになりますので、さまざまな対策がと

られているというのは重々承知していますけれど

も、今後も積極的な対策を求めたいというふうに

思います。 

 続いて、能取漁港特別会計です。 

 この会計は最大で57億円まであった赤字を土地

の売却促進ということをしつつも、船揚場などの

造成や基金からの投入、メガソーラーの設置など

の提供を受けて圧縮してきて現在に至るという認

識を持っております。 

 現在でもなかなか土地の売却などが進まない状

況で推移しているということもあって、金利負担

がかさんでいるという認識もありますけれども、

その金額がやはり負担になっているのかなという

か、もったいないなというふうに感じているとこ

ろでありますけれども、ここ数年でどれくらいで

推移されているのでしょうか。 

 また、土地の売却などの状況は決算年度で何か

進んだものがありましたら、あわせて伺いたいと

いうふうに思います。 

○伊倉直樹水産漁港課長 能取漁港会計の関係で

ございますが、最近では御存じのとおり、平成23

年のメガソーラー誘致によりまして、市有財産整

備特別会計へ有償の所管がえを行いまして、約５

万3,000平米を処分しました。それ以降は、残念

ながら処分状況はございません。 

 平成11年２月に漁港法が改正されまして、水産

業関連にかけられていた能取工業団地の用途規制

が解除されまして、多目的に使用することが可能

になったものですから、引き続きホームページ等
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を通じてＰＲに努めて、売却促進に努めてまいり

たいというふうに考えております。 

○金兵智則委員 ちなみにお伺いしたいのですけ

れども、金利負担もかさんでいるというふうに思

いますけれども、この金利負担の推移などがもし

わかればお伺いしたいなというふうに思います。 

○平賀貴幸委員長 暫時休憩します。 

午後１時42分 休憩 

午後１時43分 再開 

○平賀貴幸委員長 再開いたします。 

 金兵委員の質問に対する答弁から。 

○伊倉直樹水産漁港課長 済みません、平成21年

度から御説明いたします。462万6,597円、平成22

年度が246万3,248円、平成23年度が103万7,159

円、平成24年度が65万6,135円、平成25年度が45

万9,992円となっております。 

○金兵智則委員 土地の売却が進まない状況で、

金利の支払いだけが続くというのは、これはもっ

たいないのかなというふうに思います。金利の負

担の累計額を考えると、一般会計からなのか、一

般会計からの一括なのか、段階的なのかはありま

すけれども、予算を投入してこの会計を閉鎖する

ということもいずれかの時期に行わなければなら

ないというふうに思いますけれども、それが可能

な状況というのは網走市の公債費残高が幾らに

なったらできるのかという聞き方がいいのかはあ

りますけれども、どんな状況がそろえば可能なの

か、伺いたいというふうに思います。 

○秋葉孝博財政課長 能取漁港整備特別会計の赤

字を具体的に一般会計も含めた市債残高がどの程

度になったら全部解消できるかというお話ですけ

れども、起債残高というのがストックベースの指

標でございまして、もう１点、フローベースの、

これはことしの当初予算で約２億6,800万円の基

金の繰り入れをするという、収支としてそのフ

ローで見ればまだまだ厳しい状況は続きますの

で、単純に起債残高が減ったといって、その際に

能取漁港整備特別会計の赤字を全て解消できると

いう、目標的な数値ですとか、具体的な年度につ

いては申し上げることは今のところできません。 

 ただし、３年に一度はこの土地の時価というの

が落ちてきますので、これに合わせまして地価の

下落については赤字を解消していくという方針を

定めておりますので、徐々にではありますが解消

に向けて確実に取り組みをしていきたいというふ

うに考えております。 

○金兵智則委員 さまざまな状況があって難しい

のかなというところがありますけれども、今後と

も推移を見守っていきたいというふうに思いま

す。 

 最後にですけれども、網走湖の水環境について

伺います。 

 昨年の夏だったというふうに記憶しておりま

す。カビ臭の発生ということで、シジミの採取に

も大変な影響があり、打撃は大きかったというふ

うに記憶しております。 

 その後も継続した調査などが行われているとい

うふうにも伺っておりまして、ことしは、今年度

ですか、大きな影響もなく大分引き合いは戻って

きたものの、まだまだ以前ほどの状況には戻って

こないということも伺っております。 

 こうした状況もありますから、まずは網走市民

がシジミをもっと食べるというような取り組みも

必要になってくるのかなというふうに思いますけ

れども、何か取り組まれてたことがあれば伺いた

いというふうに思います。 

○伊倉直樹水産漁港課長 昨年、網走湖のヤマト

シジミの異臭問題がありまして、西網走漁組のほ

うで英断をしまして一時休漁という形になりまし

た。 

 その後、食味試験ですとか、いろいろ試験をや

りまして、数値が安定したということで今、普通

に出回っている状態にあります。 

 それで、市としましては風評被害が一番怖いも

のですから、皆さんにおいしく食べていただける

ということをまず前提として、まず市内のイベン

ト、この前でいきますと七福神まつり等で販売を

しまして、シジミがきちんとおいしくなったとい

うことをＰＲしているという状況でございます。 

○金兵智則委員 ＰＲ、パフォーマンスという言

い方が正しいかどうかわからないですけれども、

必要なときは必要なことだというふうに思います

ので、積極的に実施していっていただきたいと。 

 また、商工や観光と連携して行っていただきた

いというふうにも思いますけれども、いかがで

しょうか。 

○伊倉直樹水産漁港課長 今、委員がおっしゃら

れたように、商工とか観光と一緒に横断的なＰＲ

に努めていくということはまず大事だと思いま

す。 
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 それと、先ほども少し説明しましたが、数値的

にきちんと問題がないと、体にもともと害がない

というのはある程度、説明はされているのですけ

れども、その辺の数値的な部分をきちんと国民の

皆さんにＰＲをして、安全、安心なものだという

ことをまず前提にしながら、さらに観光や商工と

一緒にＰＲに努めていきたいというふうに考えて

おります。 

○金兵智則委員 よろしくお願いしたいというふ

うに思います。 

 また、水環境の改善という点では、雨の影響や

水温、水位も関係しているということは承知して

おりますけれども、やはり改善が網走湖には必要

ではないかなというふうに感じるところでありま

す。 

 昨年の決算委員会の中での答弁の中でケシの一

種と思われる植物が異常発生していたというふう

にありますけれども、昨年度の状況をことしはは

るかに超えるというような話も伺っております。 

 たしか多く繁殖している部分は漁業が行われて

いない部分だというふうにも伺っておりますけれ

ども、秋から冬にかけて、あの植物が枯れて、水

に堆積するというような状況が繰り返されると網

走湖の水質や湖底の状況などに影響を及ぼすので

はないかという懸念もあるというふうに伺ってお

ります。 

 基本的には、国が管理するものだということは

承知しておりますけれども、水質の浄化を含めた

取り組みは水産資源の維持のためにも不可欠では

ないかというふうに思いますけれども、決算年度

ではどのような状況であったのか、また、今後は

どうなのかということについてお伺いしたいとい

うふうに思います。 

○伊倉直樹水産漁港課長 近年、網走湖では無酸

素層の上昇や大雨による土砂の流入なども発生し

ておりまして、生態系に大きな影響をもたらして

いるという状況があります。 

 現に、プランクトン組成の変化や無酸素層の上

昇によるヤマトシジミの大量変死というのも昨年

発生しているところでございます。 

 また、加えまして網走湖は汽水湖で川、川から

湖、そして海に出るという状況で、流域からの環

境負荷による湖の環境悪化も懸念されているとこ

ろでございます。 

 このようなことから、流入河川の水質モニタリ

ングによる環境評価及びワカサギ等の有用水産種

について、増養殖、技術の確立を含めて今、調査

をしているところであります。 

 現実的には、網走開発建設部ですとか、西網走

漁協、それから網走の水産振興協議会でも必要に

応じて水質のモニタリング調査を行っている状況

でございます。 

○金兵智則委員 現状は理解をさせていただきた

いというふうに思います。 

 網走湖、網走にとっても重要な資源となってい

ますので、今後の対応もよろしくお願いをしまし

て、終わります。 

○平賀貴幸委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 私のほうから何点か伺います。 

 まず最初に、成果表の76ページに流氷明けウニ

･カニブランド推進事業というのがあります。こ

の事業、なかなか海明けのウニ、カニというのは

非常においしいというのは私も知っておりまし

て、これは非常にユニークな発想だというふうに

思います。 

 実際にこの取り組みをやったわけですが、その

結果、その成果と、あるいはこの事業をやった中

での反応というのはどういうものがあったのか伺

います。 

○伊倉直樹水産漁港課長 まず、この事業、平成

25年度からになりますので、事業の背景といいま

すか、内容を説明させていただきたいと思いま

す。 

 流氷明けの時期に特においしいとされるウニや

カニなど、早春の食材が豊かな網走のイメージを

広く発信すると、地場水産物の消費拡大や、あわ

せて交流人口の増加を図るということを目的にし

まして、まず立ち上げた事業でございます。 

 昨年につきましては、５月４日から５月５日に

かけまして、東京都品川区の武蔵小山商店街のイ

ベントと連携して網走流氷祭りと銘打ちまして、

実施したところでございます。 

 内容的には、商店街でウニの試食会やカニの即

売会、カニにつきましてはズワイ、毛ガニ、タラ

バ、アブラと行いまして、それから首都圏の飲食

店やホテルのほか、新聞広告で流氷明けのウニ、

カニのポスターを掲示するなどしまして、網走に

流氷明けの時期にもおいしい魚介類が豊富にある

ということを食のイメージを全面に出して、大々

的にＰＲを行ったものでございます。 
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 当日は、食に合わせまして１トン級の流氷も展

示をいたしまして、都民の方に直接、手に触れて

いただくなどして、ＰＲを図ったということでご

ざいます。 

 今後も大消費地を中心にこうした食を通じたＰ

Ｒに努めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 それで、反応といいますか、成果ということだ

と思いますが、ことしも引き続き行ったのですけ

れども、なかなかこういうイベントというのは即

効性が難しいかなと、徐々に定着していくものか

なというふうに考えていますので、継続的にいろ

いろ試行錯誤しながらやっていきたいと思ってい

ます。 

 実際に昨年行ったときにお越しになった皆さん

から、まずウニの試食会を行ったのですが、名前

がエゾバフンウニということで、非常に余りいい

イメージがないということで率直な感想をおっ

しゃられました。試食会なので、食べていただき

ますとこんなにおいしいものがあるのかというこ

との御意見はいただいて、これは非常に一つの大

きな効果があったのではないかというふうに思い

ます。 

 毛ガニとかズワイガニは即売会を行ったのです

が、このお客さんは次の日は、その前の日に買わ

なかったタラバとアブラガニを買いに来たという

ような方もいらっしゃいました。 

 また、お子さんが農大の網走にいらっしゃって

いたということで、懐かしく思って買いに来たと

いうようなさまざまな意見をいただいたので、一

定のこれからの期待になるのですが非常に反応は

よかったかなということで好感触を得ているとい

う状況でございます。 

○松浦敏司委員 事業を始めたばかりですから、

成果としてあらわれるのは若干、時間はかかると

いうのは私も承知しているところです。 

 そういう意味では、まさに年が明けたらまた海

明けのウニやカニを持っていくということなのだ

ろうというふうに思いますけれども、そういう点

では一定期間続けてＰＲすることが大事だという

ふうに思います。 

 ウニについては確かに、私も網走生まれではあ

りませんから、網走に来たときに名前を聞いて

びっくりしました。でも食べたらこんなにうまい

ものとは思わなかったと。ましてや、海明けのウ

ニというのは、やはりカニもそうですけれども、

非常に味がいいということですから、これは大い

に広めて、まさにブランド化を図るということは

大事だというふうに思います。 

 アブラガニも出しているということですけれど

も、ただ、あとブランドということでは、これら

のあくまでもこれは提案といいますか、私なりの

考えですけれども、釣りキンキというのは網走の

まさに典型的なブランドだというふうに思うので

すけれども、これはこれと一緒にやれるかどうか

はちょっと季節的にはどうなのかというのはあり

ますから、合うかどうかわかりませんが、この釣

りキンキに対する何らかの取り組みにも考える必

要があるのではないかというふうに思うのです

が、その辺、どのようにお考えでしょうか。 

○伊倉直樹水産漁港課長 釣りキンキに関しまし

ては、網走の活き粋き７珍の一つにもなっており

ます。 

 それで、釣りキンキに関しましては、網走では

独自に、網走漁業協同組合でタグをつけてブラン

ド化の差別化を図りまして、それは１匹１匹にタ

グをつけています。 

 それが市場に出まして、１匹１匹で市場に出て

も網走の釣りキンキでタグがついているので、こ

れは高級品だねと、おいしいねということでの差

別化を図ってはおります。 

 仮に釣りキンキをイベント等の会場に持って

行ってという案もあるかなとは思うのですが、何

せ食材のお金が高いものですから、なかなかそう

いう形で試食ですとかということは非常に難しい

かなということで考えていますので、もうちょっ

と自分たちでも研究をしながら、お金のかからな

い方法でのＰＲも考えていきたいというふうに考

えております。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。次に…… 

○平賀貴幸委員長 質問の途中ですが、ここで暫

時休憩いたします。 

午後２時00分 休憩 

午後２時10分 再開 

○平賀貴幸委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 質疑を続行いたします。 

○松浦敏司委員 それでは次に、ナマコ種苗生産

試験事業というのがあります。これは、何年か

たっているかと思うのですけれども、この事業を
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始めて何年くらいになっているのか、そして実績

としてナマコ種苗生産54万尾、それから越冬種苗

放流数が２万4,000尾というようなことが書いて

ありますけれども、これらは当初計画からいって

どんな数字になるのか伺います。 

○伊倉直樹水産漁港課長 お尋ねのありましたナ

マコ種苗の生産試験事業の関係ですけれども、始

まったのは平成22年度から当市の水産科学セン

ターで本格的に種苗生産試験を開始いたしまし

た。 

 それで、目標があって、それをどれぐらい到達

したかということかもしれませんけれども、正

直、最初はどれぐらいというのが種苗生産から最

終的なナマコになるまでの臨床のきちんとしたも

のがないので、正直、どこまでできるかとりあえ

ずやってみるというような形で、スタートいたし

ました。 

 それを踏まえまして、平成24年度には種苗が32

万尾、平成25年度には54万尾の種苗生産をいたし

ました。 

 種苗につきましては一部、能取湖に約1.7ミリ

の大きさで放流をしまして、残りは網走沖のホタ

テの中間育成施設で10カ月ほど越冬させて中間育

成を行いますと、そうすると約10ミリまで成長し

た種苗ができて、それを潜水によって網走沿岸の

ナマコ床に放流しているという状況になっており

ます。 

 それで、事業のスケジュールとしまして、平成

25年度までに種苗生産技術を確立しまして、第２

期としまして、平成26年から平成28年度で中間育

成技術の確立をまず目指したいと、それ以降、平

成29年度以降に放流効果の検討を含めた事業化を

検討したいということで考えているところでござ

います。 

○松浦敏司委員 ということは、今のところ極め

て順調にこの種苗生産については進んでいるとい

うことで受けとめてよろしいですね。 

○伊倉直樹水産漁港課長 一応、原課としては順

調に進んでいるということで考えております。 

○松浦敏司委員 このナマコというのは、今もま

だ密漁が出るぐらい需要のあるものだというふう

に思っておりまして、特にここにも目的の中で中

国で云々と書いてありますけれども、そういう意

味では非常に順調にいけば漁業者にとっても一定

の安定した収入にもつながるということですか

ら、これは多いに今後、私どもとしても期待をし

たいというふうに思います。 

 それでは、特別会計について質問します。 

 最初に網走港整備特別会計であります。委員会

資料の36ページに網走湖の利用状況というのが出

ておりまして、ここに計画としてＨ30年代前半と

いうことで数値が出ておりますが、これは要する

に平成30年代前半までに、この目標を到達させた

い、こういうことで受けとめてよろしいでしょう

か。 

○脇本美三港湾課長 貨物の取り扱いの目標値だ

というふうに思いますけれども、現在の港湾計画

は平成21年７月に改定をいたしまして、それで全

体で85万トンほどの貨物の取扱量ということで計

画を定めました。 

 それが近年、取り扱い貨物については残念なが

ら減少傾向にあるわけですが、この平成30年代前

半といっている意味するところは、おおむね港湾

計画というのは10年に一度見直しましょうという

のが一般的な考え方でありまして、平成21年４月

に港湾計画改定していますから、それから10年と

いうことで平成30年代前半に見直しといいます

か、港湾計画の改定をする時期のめどであるとい

う意味でございますので、そういう捉え方で認識

いただきたいなと思います。 

○松浦敏司委員 その辺の経過はわかりました。 

 ただ、この表にもありますように、平成23年、

平成24年、平成25年というふうにあって、外貿、

内貿、それぞれ計画からいえば40％ちょっと出た

程度ということで、今、平成26年ですから、平成

30年代の前半とすればもう基本的には前半といえ

ば平成30年から平成34年ぐらいまでが前半という

ふうになるのだろうと思うのですが、果たしてこ

の目標を平成21年に立てた当時の目標が達成でき

るかと言えば、今の状況からすれば、私の印象と

しては相当無理があるのだろうなというふうに思

うのですが、よほどの景気回復していかないと無

理なのだろうというふうに思うのですけれども、

その辺はどのように原課としては考えています

か。 

○脇本美三港湾課長 御指摘のとおり、平成21年

７月に定めた港湾計画でいうところの約85万トン

の貨物の取り扱いの達成というのは、正直申し上

げまして、これは容易なことではないというふう

には考えております。 
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 近年としては、例えばロシア国内の関税の段階

的な引き上げですとか、ロシアにおけるカニの水

揚げに対する規制ですとか、それも影響しており

ますし、そういった面で従来、網走港で取り扱っ

ていた原木ですとか、水産品、あるいは出光興産

の撤退による石油関連製品の激減というようなこ

ともありまして、近年、減少の傾向にあることは

事実です。 

 一方で、一つは背後圏に大きな製糖工場が三つ

ありますが、ここが燃料転換で石炭を輸入をする

ということで、多い年では９万トンぐらい、大体

ならすと七、八万トンの年間の石炭の取り扱いが

あります。 

 また、ことしの５月に稼働いたしました小麦の

集出荷施設、これは従来の小麦センターでいいま

すと大体７万トンから８万トンの取り扱い量だっ

たのですが、ことしは５月中等からということで

すが、通年を通すと新しいサイロ、集出荷施設は

12万トンぐらい取り扱いできるということもあっ

て、増加の要因もないわけではございません。た

だ、現実的に85万トンと現在取り扱っている約36

万トンというのはかなり乖離がございますので、

これはそう容易な話ではないという認識は持って

います。 

 引き続き、先ほどからの土地の売却も同様です

けれども、いろいろな企業ですとか、そういった

ところの情報収集に努めながら、何かそういうこ

とがあればこちらから出向いてやはりセールスを

していくような、そういった取り組みは惜しまず

やっていきたいというふうに思っております。 

○松浦敏司委員 原課としての考え方はわかりま

したが、しかし、やはりこの間、二度か三度、こ

の目標数値を下方修正してきたという経過もあり

ます。その下方修正した結果であっても、結局は

目標に対して４割ちょっとというふうな状況で

す。 

 そういう意味では、やはり当初の目標そのもの

が相当、網走の規模からいえばやはり大きすぎた

と、これは私ども当初から大きすぎるという課題

だということを申し上げてきましたけれども、そ

ういうことが証明されているのだろうなというふ

うにも思います。 

 それで、先ほど金兵委員も質問をいたしました

けれども、網走港の用地造成事業というのがあり

ますけれども、平成25年度の売却があったと思う

のですが、３件ほどあったのではないかと思うの

ですが、その辺をまず確認したいと思います。 

○脇本美三港湾課長 港湾用地の売却でございま

すが、３件というお話でしたが、売却先は４件、

平成25年度は４件でございまして、面積にして

2,002平米ということになってございます。 

○平賀貴幸委員長 暫時休憩します。 

午後２時22分 休憩 

午後２時24分 再開 

○平賀貴幸委員長 再開いたします。 

 松浦委員の質問です、答弁から。 

○脇本美三港湾課長 大変申しわけございません

でした。 

 代金の分割払いという方もございますので、御

指摘のとおり３件ということでよろしかったと思

います。 

○松浦敏司委員 金額にすると3,582万6,030円、

これで間違いないでしょうか。 

○脇本美三港湾課長 これは売却した総数、全額

でございまして、実際に歳入として入ってきたの

は分割払いの方も含めると1,500万円ほどという

ことになります。 

○松浦敏司委員 とりあえずわかりました。 

 それで、先ほども金兵委員の質問に対して未売

却地が12万3,347平米ということであります。こ

れが全部売れたとすれば、おおよそ16億3,100万

円ということで、今現在の繰上充用金という赤字

が14億数千万円ということなので、そういう意味

では特別会計としては何とか乗り切れると、こう

いうようなお話であったかというふうに思うので

す。 

 ただ、全部が売れればということですから、し

かし12万3,000平米ということですから、そんな

簡単には売れるものでもないし、この今日の情勢

の中で何件で買えばというようなこともあります

けれども、いずれにしてもそう簡単に売れないと

いうようなことだろうというふうに思います。 

 ただ、計算上はそういうふうになりますから、

それはそれでいいのですけれども、しかしやはり

相当過大な形で土地が残っているということであ

ります。 

 これは私どももこの間ずっと指摘してきた問題

ですけれども、このままいけば土地が最終的に売

れないというようなことがあれば、第二の能取に

なりかねないというような問題を抱えていると。 
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 ただ、今現在は低金利の中で金利がふくらむと

いう点ではさほどではないにしても、今後どうな

るかわからない状況の中でありますので、この辺

が非常に問題のある会計だというふうに考えてい

るところです。 

 次に、能取漁港整備特別会計に行きますが、レ

イクサイドパーク・のとろの利用状況というの

は、先日、私も一般質問でしたところであります

けれども、平成25年度というのは利用状況という

のは１万8,985人と、約１万9,000人でありますけ

れども、そのうちパークゴルフ場として利用した

人が全体の中での87％を占めるというふうになっ

ていると思うのですが、この利用状況で間違いな

いでしょうか。 

○伊倉直樹水産漁港課長 今、松浦委員からお話

のありましたレイクサイドパーク・のとろの平成

25年度の利用状況ですが、パークゴルフが１万

6,517人、合計が１万8,985人で間違いございませ

ん。 

○松浦敏司委員 パークゴルフ場は相当使われ

て、大会なども相当やられておりますし、私など

も利用はしているのですけれども、一昨年この委

員会の中でも私、パークゴルフ場でいえば休憩す

るベンチはあっても日陰がないということで、や

はり利用者の中からも日陰がほしいというような

要望があるということで、検討する方向も答弁で

あったかというふうに思うのですが、利用者から

私などは一緒にやっている中で聞くのですが、そ

ういう要望がないのか、そしてその要望に応える

考えはないのか、伺いたいと思います。 

○伊倉直樹水産漁港課長 １点確認なのですが、

松浦委員のほうから特別会計ということのお話が

ありましたけれども、レイクサイドパーク・のと

ろの関係は、一般会計なのですけれども、続けて

そういうことでよろしかったでしょうか。では、

続けさせていただきます。 

 先ほどのお話のありました日陰の部分のお話で

すが、今、レイクサイドパーク・のとろは指定管

理を行っているのですけれども、そちらのほうに

も特段、個別的にそういう申し入れといいます

か、要望が上がっている状況はないということで

伺っております。 

○松浦敏司委員 失礼しました。 

 ただ、いずれにしても、あそこの能取のパーク

ゴルフ場というのは日陰が少ないのは間違いない

ところなのです。その辺はぜひ要望として、私は

何人かに聞いておりますから、ぜひその辺の検討

を今後してほしいなというふうに思います。 

 次に、本当の能取漁港整備特別会計について伺

います。 

 これも金兵委員からの質問もあったところです

が、今現在、一応、確認しますが未売却地がどの

ぐらい残っているか伺います。 

○伊倉直樹水産漁港課長 未売却地の御質問です

が、面積は17万652平米です。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 先ほど答弁の中で、この間、平成23年度にメガ

ソーラーということで、市有財産特別会計に２億

3,500万円で売却したということでありました。 

 これはこれで、能取特会としては非常に助かる

収入だったということで、今現在、６億9,000万

円ほどの赤字かと思うのですけれども、この未売

却地が全部、今の価格で売却したとしたらどのぐ

らいになるのか。 

 ただ、先ほど答弁にあったように３年に一度、

地価評価を見直すというようなこともありますか

ら、今後、上がることは多分ないだろうと思うの

ですけれども、とりあえず今の価格で売れたとし

たらどのぐらいになるのか。 

○伊倉直樹水産漁港課長 平成25年度末で赤字が

６億7,926万7,321円という状況になっておりま

す。 

 それで、今現在の未売却地の面積が17万652平

米になります。今現在、ホームページ等で表示し

ております価格が平米3,500円になりますので、

単純に計算いたしますと全部売れた場合、約５億

9,728万円になります。 

 そうすると、先ほどの６億7,926万を差し引き

ますと、約8,200万円の赤字が残る計算になりま

す。 

○松浦敏司委員 これは、これまでもずっと議論

をして、確認をしていると。議論というよりも確

認をしているという状況だというふうに思うので

すが、最高時57億近い赤字があったという中で、

この間、さまざまな努力といいますか、地方債な

ども使って今のパークゴルフ場やキャンプ場やイ

ベント広場というような形でやってきたと。 

 そういう中で、あとは一般会計からの相当な繰

り入れもする中で、とにかく分母を大きくしない

という、こういった努力といいますか、対策、対
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応をしてきたということだと思うのです。 

 いずれにしても、全ての土地が売れたとしても

8,200万円の赤字が出るということでありますの

で、これは先々代の安藤市政の最大の負の遺産だ

というふうに私どもも、これまでも言ってきてお

りますけれども、大変、問題のある特別会計だと

いうことを指摘しなければならないと思います。 

 とりあえず、私の質問は終わります。 

○平賀貴幸委員長 次、立崎委員。 

○立崎聡一委員 私のほうから１点、成果報告書

76ページの対ＥＵ輸出ホタテ生産海域指定支援事

業についてお聞きしたいと思います。 

 平成25年５月、北海道のホタテ漁業が環境に配

慮した持続可能な漁業としての海のエコラベル、

ＭＳＣ認証、これは世界のホタテ漁では５例目だ

ということになっているのですけれども、取得

し、また同年10月、網走沖が対ＥＵ輸出ホタテ生

産海域としてＥＵに認められ、網走沖のホタテが

遠くＥＵまで輸出することができるようになりま

した。 

 本事業が計画的に実施され、ＥＵへ新たなる販

路が開かれたことにより、網走産のおいしいホタ

テが世界に広がることの事業支援であり、一定の

評価ができる事業というふうに思います。 

 実績に記載のホタテ荷揚用設備の導入とありま

すが、そのほかの支援内容というのは何かあるの

でしょうか。 

○伊倉直樹水産漁港課長 こちらのこの事業につ

いて、御説明をさせていただきたいと思います。 

 この事業は、今、委員からお話のありましたよ

うに当市の主要水産物であるホタテにつきまし

て、ＥＵへの輸出が可能となるということから、

必要な整備に対して補助したものであります。 

 具体的に申し上げますと、対ＥＵ向け輸出ホタ

テ貝生産海域の指定を北海道から受けるために必

要なホタテ荷揚用設備、これはホッパーというも

のですが、この購入に対して補助したものでござ

います。 

 この整備などにより、条件が整ったことで、平

成25年８月に網走沖、ここは網走南部海域という

位置づけになっておりますが、北海道より対ＥＵ

輸出ホタテ貝生産海域に指定されまして、その

後、そのことがＥＵ官報に掲載をされまして、同

年の10月より網走沖のホタテ貝がＥＵへ輸出可能

となったものでございます。 

 補助金につきましては75万円を網走漁業協同組

合に補助しているものでございます。 

 それ以外には特に支援している内容はございま

せん。 

○立崎聡一委員 条件整理をしてＥＵのほうにホ

タテを輸出できるようになったということは、漁

業関係者にとっても、それから網走の水産業に

とってもすばらしいことだなというふうに思いま

す。 

 また、ホタテの生産量も一定程度というより、

かなりたくさん取れているというのも事実であり

ますので、今後、このような、ホタテに限らず、

ほかの漁業についても海産物についても何かあれ

ばまた考えて、それからいろいろ検討されまして

取り組んでいただきたいなというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○平賀貴幸委員長 以上で、認定第１号中、水産

港湾部の所管に関する細部質疑を終了いたしま

す。 

 理事者入れかえのため、暫時休憩いたします。 

午後２時38分 休憩 

午後２時41分 再開 

○平賀貴幸委員長 それでは、休憩前に引き続

き、再開いたします。 

 認定第１号中、建設部の所管に関する細部質疑

に入ります。 

○松浦敏司委員 それでは、何点か伺います。 

 まず最初に、住宅リフォーム貸付制度ですけれ

ども、予算に対して決算額がほぼ近い状況になっ

ているのですが、利用実績としては平成25年度は

35件ということでありますが、一時よりも相当

減ってきているのかなというイメージは持ってい

るのですが、その辺、どのようになっているの

か、まず伺いたいと思います。 

○角田敏文建築課長 利用率についてですけれど

も、平成21年度から、その前、平成10年度にこの

事業が始まりまして、そのときには年間60件、63

件という推移でかなりよかったのですけれども、

その後、39件、45件ということで下がっていきま

して、平成21年度は29件と一番低かった時期と

なっております。 

 その後、平成22年、平成23年、平成24年、平成

25年と37件、34件、31件、35件と大体35ぐらい

で、平均すると今年度の推計が35件ぐらいで推移
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しております。 

 一応、これが今、とりあえずは当初よりは下

がっていますけれども、ある程度、ちょうどいい

ぐらいの形で続いているのではないかなと思って

います。 

○松浦敏司委員 大体、落ち着いてきているとい

いますか、ということなのだろうというふうに思

います。 

 これは、これとして今、住宅リフォームそのも

のがブームといいますか、そういうふうになって

きているという中で必要な資金だというふうに思

いますので、ここにも今後の方向として引き続き

継続していくということでありますし、特に高齢

化社会の中においては、各家庭でバリアフリーな

どの推進というようなものを含めて、さまざまな

点でやはり必要な制度だというふうに思いますの

で、これはしっかりやっていってほしいというふ

うに思います。 

 次に、市営住宅の建設事業の関係で、つくしヶ

丘の団地を建てかえるということで、今、進んで

いるのだろうというふうに思いますが、取り組み

内容として平成23年度策定の公営住宅建てかえ長

寿命化計画に基づき、建てかえが必要と判断され

るつくしヶ丘第２団地について建てかえを行いま

すということで、予算が4,000万円ということで

ありますが、決算額が1,532万円ということで、

予算額の38％ということですが、これはやはり

4,000万円というのはそれなりの根拠を持って予

算を組んだと思うのですが、結果として1,500万

円という数字にしかならなかったというのは、何

か当初、予定していたものができなかったという

ことなのでしょうか、伺います。 

○角田敏文建築課長 平成25年度の予算としまし

て、当初、実施設計と基本設計の２本を行うとい

う前提で予算要求をした次第でございます。 

 そのうち、基本的に入居者に対する説明を１年

かけてしっかりやらなければならないだろうとい

うことで、その段階で実施設計を次年度に繰り越

した経過がございまして、結果として基本設計の

お金の分だけ今回、使ったということになりま

す。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 それで、例えばこれでいうと当初予算に対し

て、国庫支出金などもあって、それについてはこ

ういった場合、どんなふうな取り扱いになるので

しょうか。 

○角田敏文建築課長 国庫支出金につきまして

は、やはり返還ということになるかと思います。 

 申請はしておりません、国庫補助金について

は。 

○石川裕将建設部長 国庫補助事業なものですか

ら、予算要求という段階と、それと補助金の申請

段階というのがあります。 

 前年度に予算要求をして、4,000万円をいただ

くということで当初予算に計上しているのですけ

れども、それから現年、平成25年に入りまして実

施に向けて補助申請をすると、その間にもう１

年、いろいろ入居者の関係の御意見をもっと聞こ

うということで、先ほど申しました実施設計を１

年間延ばすということに決めたものですから、補

助申請の段階で、その分については申請をしてい

ないという中身になっています。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、あと１点、当初、二つの計画を立てる

予定が一つにしたということでありますから、心

配なのはこれによって建設そのもの計画がおくれ

るというようなことは起きないのか、少し心配な

のですが、その辺は計画どおりいくのでしょう

か。 

○角田敏文建築課長 昨年度基本設計をして、今

年度、平成26年度に実施設計を現在している最中

でございます。 

 この工期が来年の３月、今年度いっぱいという

ことで、その後に建設、来年になりますか、建設

ということになりますので、スケジュールとして

はおくれることはないということで考えておりま

す。 

○松浦敏司委員 それはわかりました。 

 では次に移ります。小学校の通学路整備という

ことで、成果表の82ページにあるのですが、子ど

もたちが安全で安心して通学できるということで

は非常に大事な取り組みだというふうに思いま

す。 

 順次、計画的に進めているこの事業だろうとい

うふうに思うのですけれども、今後、取り組みが

いろいろあるのだろうというふうに思うのです

が、今現在、計画でいえばどのぐらい残っている

のか伺いたいと思います。 

○立花学都市開発課長 通学路整備事業ですけれ

ども、平成24年度から通学路整備事業を行ってお
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ります。 

 事業の地区としては全域の通学路の整備を行う

に当たりまして、現在、平成24年度から平成30年

までの計画を持っております。 

 総延長でいきますと5,000メーター、５キロの

整備延長で、総体事業費としては４億4,000万円

を計画しているところでございます。 

○松浦敏司委員 今、平成24年度からということ

でありますから、まだ始まって２年、この決算か

らいえばということでありますから、そういう点

では、この平成25年度末でどのぐらい5,000メー

トルのうちどのぐらい終了しているのか伺いま

す。 

○立花学都市開発課長 整備につきましては、平

成24年度につきましては延長でいきますと、しっ

かりとした数字が平成24年度につきましては整備

延長についてなのですけれども、平成25年度ベー

スでお出ししますと総延長で651メーター、平成

25年度につきましては整備が終わっております。

平成24年度につきましてはお時間いただいて、調

べさせていただいてよろしいでしょうか。 

○石川裕将建設部長 通学路整備事業ですけれど

も、これはメインとなるのは歩道の整備というこ

となのですけれども、中には防護柵の設置等もあ

りまして、延長というのはなかなか難しいのです

が、実績でちょっと拾ってみますと、平成24年度

は鉄南西３丁目線が150メーター、それから駒場

北で500メーターですから、向陽は防護柵ですか

ら、今の２カ所で約650メーターぐらいの実施設

計を考えていただければいいと思います。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、歩道そのも

のの整備という点では２年間で1,250メーターぐ

らいかということだと思います。 

 まだ、相当残っているということでありますか

ら、これはできるだけ早急に実施していくという

ふうに進めていってほしいということで、あとは

83ページなのですが、橋梁長寿命化修繕事業とい

うのがあります。老朽化した橋梁を予防的に修繕

するということで計画を立てたということなのだ

ろうと思います。 

 ここでも３億3,000万円の予算額に対して決算

額は9,700万円ということで、おおよそ３分の１

と、30％ほどということなのだろうと。 

 ３億3,000万円という数字が出るからには、修

繕する場所が決まって、そしてそれに対して金額

が３億3,000万円かかるのだと、こういうふうに

なって予算が立てられるのだというふうに思うの

ですが、結果としては9,700万円ちょっとという

ことになっていますけれども、これはどのような

理由からこうなっているのか伺います。 

○立花学都市開発課長 橋梁長寿命化修繕事業で

すけれども、平成25年度当初予算の３億3,000万

円の内訳といたしましては、中央橋、それと第７

号橋につきまして補修を計画しておりました。 

 当初、３億3,000万円の内訳の中には補修と耐

震化、中央橋については耐震化を含めた事業計画

を持っていたのですけれども、当初の予算の中で

国から要望額がなかなかつかなったということも

実際にはございます。 

 実際には、平成25年の補正予算の中でその耐震

化に向けて現在、中央橋については現在、繰り越

して施工を行っているという状況でございます。 

○松浦敏司委員 これもまた、先ほどと同じよう

に国の国庫支出金については先ほどと同様な形に

なるというふうに考えていいのでしょうか。 

○石川裕将建設部長 これも先ほど同様に国庫補

助事業でありまして、当初、予算要求段階で中央

橋含めて実施をするということで３億3,000万円

の要求をしたところでございますけれども、その

予算編成作業中に国の経済対策ということで耐震

等に取り組めるというようなことがありましたも

のですから、補正予算になりますけれども、そち

らのほうで取り組むということになったものです

から、当初予算から大きくその分が外れてしまっ

たという形になっています。 

○秋葉孝博財政課長 訂正させていただきます。 

 この事業は、平成25年度の国の補正に伴いまし

て、平成26年の３月に補正をした事業です。これ

を予算額自体は繰り越しをして、現在、平成26年

度で実施をしております。補正時期につきまして

は平成26年３月に補正をして、補正時期が冬です

から工事はできませんので、今現在やっておりま

す。 

 ただ、ここに示されている予算現額につきまし

ては、補正した額がそのままきますので、さっ引

きしまして約２億3,000万円ほどですけれども、

これは繰り越して、今、実施しておりますので、

大きな決算額との乖離となっておりますが、実際

には繰り越して今やっているということですの

で、このお金が余っているということではござい
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ません。 

 以上です。 

○松浦敏司委員 よくわかりました。 

 私のほうからは以上です。 

○平賀貴幸委員長 以上で、認定第１号中、建設

部の所管に関する細部質疑を終了いたします。 

 理事者入れかえのため、暫時休憩をいたしま

す。 

午後２時58分 休憩 

午後３時10分 再開 

○平賀貴幸委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 認定第１号中、水道部の所管に関する細部質疑

に入ります。なお、認定第２号水道事業会計の利

益の処分及び決算につきましては、後ほど審査し

ますので、御承知願います。 

 認定第１号中、水道部の所管に関する細部質疑

ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 よろしいですね。 

 では、ないということですので、以上で、認定

第１号中、水道部の所管分の細部質疑については

終了いたします。 

───────────────────────── 

○平賀貴幸委員長 次に、認定第２号平成25年度

網走市水道事業会計の利益の処分及び決算につい

てを議題といたします。 

 追加説明はないということですので、早速、認

定第２号平成25年度網走市水道事業会計の利益の

処分及び決算についての細部質疑に入ります。 

○金兵智則委員 水道事業会計決算審査意見書の

29、30ページ、経営分析数値表に関してお伺いい

たします。 

 流動比率が昨年300％になっていたのが、再び

400％を超えてきました。大きく戻った要因は何

になるのでしょうか、たしか昨年度に続いて今年

度も流水器の更新や新設工事が多かったのではな

いかと思いますがいかがですか。 

○山崎徹営業課長 流動比率につきましては、支

払い能力の高さを示す数値でございます。これは

短期的債務に対する対応すべき流動資産の能力が

十分であるかを示しておりまして、高いほどよい

とされておりまして、基本的には200％以上とい

うのが通常でございます。 

 当市におきましては現金、預金を結構持ってお

りまして、利益余剰金もありますし、固定負債に

充てる引当金等も現金、預金で保管している状況

で流動資産という形の計上をしている状況でござ

います。 

 他市の状況を見ても、この数値につきましては

高い数値で推移しているということで、現状では

利益が上がったという要因でございます。 

○金兵智則委員 理解します。 

 それから、総資本利益率も昨年度、たしかその

前の年度から比べると大きくダウンしていたとい

うふうに思いますけれども、現状、また回復傾向

にあるというところで見ますと、収益性が高まっ

たというふうに多分なるのかなと思いますけれど

も、給水量が減少する状況の中で、そうなった要

因というのは何がありますでしょうか。 

○山崎徹営業課長 これにつきましては、結果的

に今回、利益が少し上がっているという状況でご

ざいまして、それが主な要因という形になりま

す。 

 これにつきましては、内部的な支出の減が主な

要因というふうに考えています。 

○金兵智則委員 支出の減、経費削減という形な

のかなというふうには思います。それの給水量が

減少していますから、それを上回る経費の削減を

されたのかなということで理解をさせていただき

たというふうに思いますけれども、次に自己資本

構成比率というものが年々上がってきておりま

す。 

 これは大きいほうが望ましいということになっ

ておりますけれども、これはどのぐらいまで上昇

させようということが、経営の安定には必要なの

かなというふうに思いますけれども、その辺の見

解をお伺いいたしたいというふうに考えておりま

す。 

○山崎徹営業課長 自己資本構成比率につきまし

ては、総資本に対する自己資本の割合を示す数値

でございまして、水道事業では建設費が大部分を

企業債によって調達されるということで、この比

率は基本的に低くなる傾向にございます。 

 しかしながら、一応、目安的にはこれは30％以

上で、50％以上が望ましいということで、今、当

市につきましては平成25年度が38.5％、ことしが

39.1％、全道平均でいきますと、これは平成24年

度の数値ですけれども52.8％という数値ですの

で、極力にそれに近づけるような形で上昇してき
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ているのかなというふうに考えております。 

○金兵智則委員 給水量というのが減ってきてい

る中で、今年度に関しては数値というものの改善

が見られるのかなということで理解させていただ

きたいなというふうに思いますけれども、今年

度、料金改定もありました。来年度についてはよ

り数値の改善が見られるのかなというふうに思い

ますけれども、そのときの指標とさせていただき

たいなということを申し述べて質問を終わりたい

なと思います。 

○平賀貴幸委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 では、私のほうから、まず最初

に平成24年度の年に、年で言えば平成25年２月に

導水管の破断事故というのが２回目ということで

起きて、断水せざるを得ない状況になりました。 

 ２回目ということで、相当、市民の間でも不安

が広がったということであります。 

 その後、導水管の布設がえなども行っておりま

すけれども、現在、いわゆる事故を起こしている

のが450ミリの管でありますけれども、総延長の

中で布設がえがまだ終わっていない距離というの

はどれぐらいあるのでしょうか。 

○佐々木浩司施設課長 導水管の更新の関係の延

長でございますが、現在、平成25年、平成26年で

導水管の前倒しということで今、布設がえ工事を

実施しております。 

 その平成25年、平成26年で布設がえする前、平

成24年度までの更新の率でございますが、第１、

第３水源系で41.6％、第２水源系で40.4％、全体

で41％の更新をしておりました。 

 今回、まだ平成25年、平成26年で切りかえ工事

が終わっておりませんので、供用的にはまだ開始

されておりませんが、この工事が完了した場合、

この場合、平成26年度末での更新の比率ですが、

第１、第３水源系で50.4％、第２水源系で44.6

％、合計で47.5％が更新を完了する予定でござい

ます。 

○松浦敏司委員 残ったところをいつまでに、ど

うするかという点では、そう簡単にはならないの

だろうというふうに思いますけれども、事故が起

きた状況、そして管の埋設されている土地の条件

などによってもいろいろ管の傷みぐあいも変化す

るということは、私もわかっているのですが、今

現在、漏水が管の破断が起きたときに早期発見で

きるようにということで、この間、流水計などの

設置もして、パソコンなどの力も利用して早期発

見するような装置もこの間、平成25年で６カ所ほ

ど行ったのかというふうに思うのですが、それに

よってどのような効果が期待できるとして設置し

たのか、まず伺いたいと思います。 

○佐々木浩司施設課長 早期発見対策といたしま

して、流量計につきましては平成24年度に２カ

所、平成25年度に６カ所ということで、１水源系

で４カ所ずつ設置しております。 

 その流量計で異常が発見された場合、今回、平

成25年２月に発生したのと比べますと、約９時間

の短縮が可能ということで試算しております。 

○松浦敏司委員 ９時間早まれば相当、前回から

見れば発見が早いということで、そういう意味で

は断水を回避するということを目的としているの

ではないかと思うのですけれども、これによって

断水は防げると、こういうふうに受けとめてよろ

しいでしょうか。 

○佐々木浩司施設課長 今の早期発見対策で流量

計の整備と、先ほど申しました布設がえの前倒し

事業、それとバイパス工事としてお互いに漏水が

あった場合に融通するような事業、そういうこと

で今までと比べると大幅に約２日間程度は工事時

間を確保できるかなという状況になっておりま

す。 

 しかし、何があるかわからないというのが実際

のところで、今、一番心配しているのは網走は地

震が少ないですが、大規模な地震が来たときに、

今、心配されています溶接箇所にどのような影響

を与えるのか、その辺がちょっと不安要素でござ

います。 

 その辺を加味しても、今までの導水管と比べれ

ば、事故に対して十分、対応できる体制が整って

いると思っております。 

○松浦敏司委員 そういう点では、２日間という

ことになれば、これまで前回の断水のときも多分

２日ぐらいだったかというふうに思うので、それ

はそういった点では、その程度のものは防げると

いうふうに、断水はせずに工事はできるというふ

うに確認したと思います。 

 言われたように、どんな管であっても、水道管

であっても、ほかのものであっても、大地震とい

うのは、これはもう避けられないといいますか、

これが一番心配なことであります。 

 それで伺いたいのは、主に断水事故、破断事故



 

－ 113 －

というのは、これは２回とも450ミリで水源の系

列としては第１、第３水系のほうで起きていると

いうふうに考えてよろしいですか。 

○佐々木浩司施設課長 平成22年と平成25年、そ

れぞれ昭和42年に布設されました450ミリのほう

で発生しております。 

○松浦敏司委員 350ミリはたしか最初に網走市

に水道を東藻琴の第１水源から持ってきた、それ

が350ミリだというふうに思うのですけれども、

こちらが何でもなくて、後で布設したところで事

故が起きているということで、この間、専門家も

入れて事故調査をした結果、ほぼ事故の原因はい

ろいろ複合的な要因はあるにしても、溶接部分が

完全に溶接がなされていなかったといいますか、

そういった部分も原因の一つに挙げられていたと

いうふうに思うのですけれども、そういう点から

すれば、今後もこの450ミリは特に事故が起き得

るという点で注視していかなければならないのだ

なというふうに考えますが、その辺はどのように

お考えでしょうか。 

○佐々木浩司施設課長 平成25年の事故の後に、

第三者委員会のほうでもその事故原因について調

査していただいて、昭和42年のときの溶接のふぐ

あいといいますか、その当時の溶接技術にしてみ

ればやむを得なかったということで、そういう結

果もいただいております。 

 昭和42年に布設した管というのが今、網走の桂

町浄水場から、ちょうど稲富からの字界、大空

町、東藻琴の字界をちょっと超えたところまで、

そこまでが昭和42年に布設した箇所なのですが、

この部分では、網走地区の稲富地区では布設がえ

のほう、大分、進んではきております。 

 しかし、稲富地区から桂町浄水場まで、これが

当時、昭和29年に最終布設された管と同様に直接

距離で、最短距離を並行したような形で布設され

ております。 

 その関係もあって、この布設がえをするのであ

ればこの２系統をいっぺんに布設がえしなければ

いけないのですが、この場合に第三者委員会から

も提言がありました、維持管理しやすいように道

路敷地等に布設がえするという提言もいただいて

おりますので、現在、新しい更新ルートについて

今年度、調査設計を出している最中でございま

す。それが、ことし中には委託設計として成果が

上がってきますので、その結果に基づいて今度、

具体的な更新計画を策定するような準備で進めて

おります。 

○松浦敏司委員 今、課長のほうから当時の溶接

技術というふうなお話もありました。 

 確かに、この地元網走の溶接技術ということで

はそうなのかもしれませんが、その前に、最初に

350ミリのほうは多分、当時は本州のほうから専

門業者が来ていたのだろうと思いますし、だから

そういう技術的にはあったのです。ちゃんと波打

ちで溶接するという技術は。 

 ただ、この辺ではまだ、そういう技術というの

は十分習得している溶接の技術の人がたまたまい

なかったのかもしれません。そういう点では、当

時の技術という点では、この網走のこの辺におい

てはそういうことがあったのかもしれない、こう

いうことなのだろうと思います。 

 技術そのものは、ちゃんと確立はしていたと、

だから350ミリのほうは、こういった類の事故が

起きていないのだと、このようなふうに私は思っ

ております。破断については以上です。 

 次に、用途別給水量ということで、監査委員の

報告にありますけれども、27ページにあります

が、この中で３年間の給水量が出ております。家

事、あるいは団体とかいろいろ出ておりますけれ

ども、家事用で平成23年度では248万8,766立方

メートルと、平成25年度は242万4,808立方メート

ルというふうになって、６万3,958立方メートル

の減少ということになって、団体用も同様に減少

していると、それから営業も同様です。 

 人口が一定減少しているので、そういう意味で

は一定程度の減少はやむを得ないのだろうという

ふうに思うのですが、この辺での減少している主

な要因というのはどのようなふうに考えています

か。 

○山崎徹営業課長 主な要因でございますが、ま

ず家事用につきましては、やはり節水機の普及、

少子高齢化、あとはやはり転出等で人口が減少し

ていっているというのが主な大きな要因と考えて

おります。 

 あと、また団体、営業用につきましては、やは

り長引く景気の低迷の影響を受けまして、企業の

節水努力及び大口需要家の井戸水等の使用という

ことで、使用料が減ってきているというふうにう

ちのほうでは押さえております。 

○松浦敏司委員 確かにトイレをとっても以前の
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トイレから見ると、１回の量が相当、量が少なく

ても十分に流れるというようなこともあるようで

すから、そういったこともあるのかもしれませ

ん。 

 次に、これも監査報告の29ページ、決算書のほ

うに行きます。決算書の19ページ、ここに業務量

が出ております。ここでも、先ほど出ましたけれ

ども、給水区域内の人口から始まって、平成23年

から平成25年までを見ますと、人口の給水人口、

あるいは給水戸数などありますけれども、この

ページ全体を見ますと、数値がほとんど下がって

いるというふうに思うのですが、これらの数字に

ついてどのような水道部のほうとしては認識して

いるのか伺いたいと思います。 

○山崎徹営業課長 給水人口の減少の話になりま

しょうか。 

 やはり、人口の減少につきましては、先ほども

申しましたけれども、少子高齢化の影響が非常に

大きいのかということで、当然、人口が減ります

と給水量も減っていくと、あと企業につきまして

も、先ほども言いましたが企業につきましては節

水努力により使用水量が抑えられるということ

で、大きな減少となってございます。 

 今後につきましても、長期の収支見通しの中で

は数字上的にいきますとやはり1.5％ぐらいの減

少が今後、続くのかなというふうに考えておりま

す。 

○松浦敏司委員 網走の今の人口の推移とか、い

ろいろ考えると、この水道企業会計というのは相

当、環境としては厳しいなというふうに思うので

す。 

 一方で導水管を初めとしてお金のかかる事業が

実はどうしてもいつの日かやらなければならない

という、こういう課題があると、一方では人口が

減り、給水戸数も減るということで、どんどんい

わゆる水道を支える分母となる人口、あるいは世

帯が減っていくということですから、こういう中

で事業を進めていかなければならない、黒字を維

持していかなければならない、水道料金を上げる

となれば、市民の声も非常に厳しいという、こう

いう状況の中で営業をし、維持していかなければ

ならないと、こういうことなのだろうというふう

に思うのですけれども、その辺で、そういう意味

で相当、計画を密にしていかないと、難しい事業

になってくるのだなというふうに私は思うのです

が、その辺、どのようにお考えでしょうか。 

○山崎徹営業課長 まず、やはり人口が減り、給

水量が減っていくということになりますと、事業

自体をやはり維持していかなければならないとい

うことになりますので、料金改定はやはり今後、

ある程度、期間をおきまして、基本的にはやって

いかなければならないというふうに考えておりま

すし、導水管につきましてもさきの委員会等でも

出ておりますけれども、平成42年、大体20年間を

めどに更新していかなければならないということ

で、末端を平成42年と考えますと、大体その平成

34年ぐらいから、これは事業的に言いますと起債

が今65％ぐらい、起債割合、料金収入に対する起

債割合でありますけれども、それがやはり50％台

に落ち着いた段階でやはりやっていかなければ、

今後立ち行かないのかなというふうに考えており

ます。 

○松浦敏司委員 未償還残高なども見ても、まだ

62億を超える額があると、これは毎年、返済計画

といいますか、それに基づいて返していくわけで

すけれども、しかし、新たな事業も取り組まなけ

ればならないという中で、この借金が簡単には減

らないといいますか、減ってもすぐまたそれにか

わる事業が展開しなければならないと、こういう

経営者としては非常に頭の痛い問題だということ

なのだろうと思うのです。 

 今、営業課長から状況によっては水道料金の値

上げというふうに言われました。確かに、一定の

採算が取れないという状況になれば、そういうこ

とも考えなければならないのかもしれませんが、

しかし今現在、もう決して安い水道料とは言えな

い状況という中で、相当、厳しい経営が迫られて

いるのだろうなというふうに思います。 

 いずれにしても、この水道事業、市民にとって

命の水ですから、そういう点ではしっかりこの水

道事業を進めているということで努力をしていた

だきたいと、これは要望して質問を終わります。 

○平賀貴幸委員長 次、栗田委員。 

○栗田政男委員 平成25年度の水道部のこの事業

なのですが、私も担当課にいろいろ要望しなが

ら、断水事故等も２回経験いたしました。 

 そういう中で、迅速にこの流量計の設置という

ことで、かなり積極的に投資をしたのではないか

と、非常に評価をしたいと思います。 

 また、バイパス等のそういう工事についても、
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このときに予算づけをしていただいて、何とか短

時間で断水事故の断水を起こさない範囲で対応で

きるような体制はできたのではないかなと思いま

す。これは本当に高く評価をしたいと思います

し、なかなかそう簡単にできることではないなと

いうふうに考えております。 

 それで、先ほど導水管のこれから稲富地区か

ら、言うなれば潮見までの間になると思うのです

けれども、実はここは大変な難工事になろうかと

思います。 

 今ある布設されているのはほとんどが農地を

通ったり、一部、沢を通ったりということで、な

かなかその部分を再度、引き直すというのが難し

いという、先ほどお話がございまして、道路等の

ほうに返還をしていくということなのですが、当

初、一気にやってほしいなどという話もいっぱい

出ていたのですけれども、それは国等に要望しな

いとちょっと無理だと、単独ではなかなか難しい

ということなのですけれども、今後の更新につい

てはあくまでも単独の予算というか、その会計の

中でおさめていくという方向性なのでしょうか。 

○佐々木浩司施設課長 導水管の更新工事につい

ては、今、委託設計で新しい更新ルートを決め

て、実際にこれから積算をして、全体の事業費と

いうのが今まで言っていた額よりもあらあらはっ

きりして見える形になると思うのですが、実際に

今、昨年の導水管の事故以来、国のほうにも市長

を初め、直接、補助金を何とかお願いしたいとい

うことで要望に伺いました。 

 ことしの３月にも第三者委員会の調査結果を

持って、またさらにお願いにも行きました。実

際、まだ国のほうでは鋼管についての補助とうい

うのははっきり明確にはされていませんし、これ

からの動向もまだはっきり伺えない状況です。 

 万が一補助がもらえるのであれば、やはり更新

を少しでも早めるような形で計画のほうを立てた

いと思いますし、今、それがわからないうちで

は、先ほど営業課長が申しましたが、平成42年ま

では今の導水管がもつであろうという形で言われ

ておりますので、それにあわせた形でまず更新計

画を策定したいと思います。 

 その後、補助がもらえれば短縮するような形で

更新計画の見直しという形で進めていきたいと

思っております。 

○栗田政男委員 もう１点、確認をしたいのです

が、畑等を通っている導水管が沢を通って、それ

を今度、引き上げるという作業が出ると思うので

すが、当然、今、ある程度の使用料というのは地

権者に払っている形になると思うのですけれど

も、その辺については引き上げるのがベストとい

うか、基本的な考え方なのでしょうか。 

○佐々木浩司施設課長 今現在でも土地の賃貸借

料と、作物に対する補償も払っております。 

 しかし、実際に耕作にその部分で影響を与えて

協力していただいていたり、特に心土破砕をかけ

るときや何かはかなりの影響があり、皆さんに御

協力いただいているところですので、用途廃止し

た場合には原則、畑、特に耕作に関する部分につ

いては全部撤去と、そういう形で進めさせていた

だく予定でございます。 

○栗田政男委員 それで安心しました。 

 非常に難しいところはやむを得ないということ

も、みんなわかっており当然、考えられるでしょ

うけれども、基本的にはみんな引き上げていくと

いうことで、その辺がベストかなと思います。 

 当市の場合はいい水を無動力で引っ張っている

という、非常に珍しいケースだと思うのです。自

然だったというか、その地形もうまく利用しなが

らこちらのほうに自動的に来ているので、そのコ

ストというのは非常に動力を使うととんでもない

電気代がかかるのですけれども、そういうものも

クリアできているという、非常に恵まれた環境で

すし、水源という意味からいっても、比較的、今

の気象条件の悪化などで、この間の江別のような

事案というのは多分、網走は出づらいような関係

にあると思うのですが、その辺の見解については

どうでしょうか。 

○佐々木浩司施設課長 確かに網走の場合は湧水

ですので、江別のような河川の水を浄化して使っ

ているようなところと比べると気象状況から影響

が受けるというのは大分、影響はほとんど受けな

いというふうに考えております。 

 ですので、特に台風とか、そういう気象につい

ては影響ないというふうに思っております。 

○栗田政男委員 私もそのように思いますし、非

常に、ただ先ほどの国に対しての要望の件なので

すが、実はこの問題というのは釧路あたりもかな

り同じような条件で、同じようなお話が出ていま

す。 

 各地域いろいろ出ている中で、これはやはり政
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治的なことになってきますので、私たちもいろい

ろな形でいろいろしなくてはいけないでしょう

し、必要があればそういう形なのですが、最悪出

なかった場合については、やはり受益者という

か、企業会計ですから、みんなで負担して、みん

なで痛みを分けてあげるというのが原則だと思う

ので、それが安いとか、高いとかと、どういう基

準になるかわかりませんけれども、できる範囲

内、最低限、最小になると思いますけれども、そ

ういう考え方をしっかり持ってこの会計は進まれ

たほうがいいと思います。 

 本当に平成25年度、何度も言いますけれども、

私はすごい英断をしたいい決算になったなという

ふうに評価をしたいと思います。 

 以上です。 

○平賀貴幸委員長 次。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、以上で、本日の日程であります、認

定第２号平成25年度網走市水道事業会計の利益の

処分及び決算についての細部質疑を終了いたしま

した。 

 理事者の皆さんには、長期間にわたり審査に御

協力いただきお礼を申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

 再開は、審査取りまとめのため、９月29日、午

前10時としますから御参集願います。 

 なお、取りまとめに当たりましては、賛否につ

いて総括的な御意見及び附帯意見を付すか否かに

ついて発言をしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 本日はこれで閉会といたします。 

 お疲れさまでした。 

午後３時43分 閉会 

───────────────────────── 

 

 


